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(57)【要約】
【課題】所定の有効化操作に基づき設定操作が有効化さ
れる遊技機において、不正な操作による不正行為の抑止
を図り、操作性の悪化に起因する不具合を防止する。
【解決手段】球使用式回胴遊技機１は、外枠２と、外枠
２に対し開閉可能に支持された前扉３とを備える。前扉
３には裏機構ユニット５等が開閉可能に支持される。前
扉３及び外枠２の分離開放、並びに、裏機構ユニット５
及び前扉３の分離開放が施錠装置９００によって規制さ
れる。裏機構ユニット５の後面側には設定キースイッチ
が配設固定される。前記分離開放が規制された状態にあ
っては、扉体４４１の被覆部４４３が設定キースイッチ
の挿入部を覆った状態で、扉体４４１のベース部の移動
が規制される。一方、施錠が解除され、裏機構ユニット
５が前扉３に対し所定量開放された状態にあっては、扉
体４４１のベース部の移動が許容され被覆部４４３によ
る設定キースイッチの覆いが解除される。
【選択図】　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右一側部にて開閉可能に支持され、遊技機前後方向に互いに重なるようにして設けら
れた複数のユニット体と、
　前記複数のユニット体のうち、最後方に配置される最後方ユニット体、及び、当該最後
方ユニット体よりも前側に設けられた前側ユニット体の分離開放を規制可能な施錠装置と
、
　前記最後方ユニット体の後面側に配設固定され、操作部を有する操作手段とを備え、
　遊技に関する内部状態を可変設定する設定変更機能を具備し、所定の設定操作に基づき
前記内部状態の設定変更が行われ、
　前記操作部に対し所定の有効化操作を行うことに基づき前記設定操作が有効化されるよ
う構成された遊技機であって、
　ベース部及び該ベース部に設けられた被覆部を具備する被覆手段を設け、
　前記最後方ユニット体及び前記前側ユニット体の分離開放が規制された状態にあっては
、前記被覆部が前記操作部の少なくとも一部を覆った状態で、前記ベース部の移動が規制
され、
　前記施錠装置による施錠が解除され、前記最後方ユニット体が前記前側ユニット体に対
し所定量開放された状態にあっては、前記ベース部の移動が許容され前記被覆部による前
記操作部の覆いを解除できるようにしたことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の一種として、メダルの代わりにパチンコ機で使用される遊技球を用いてスロッ
トマシンと同様の遊技を行うことのできる遊技機（以下、球使用式回胴遊技機という）が
ある。
【０００３】
　かかる球使用式回胴遊技機は、例えば遊技機前面側に設けられた球受皿を介して所定数
の遊技球が取込装置により取込まれることで遊技開始条件が成立する。所定数の遊技球が
取込まれた後、スタートレバー等の始動操作手段の操作が行われると、複数のリール等よ
りなる可変表示装置の可変表示が開始される。そして、遊技者がストップボタン等の停止
操作手段を介して可変表示を停止した際、所定の有効ラインに表示される停止図柄が特定
図柄である場合には、例えばビッグボーナスゲームのような遊技者に有利な特別遊技状態
に移行する。この特別遊技状態において遊技者は多くの遊技球を獲得できる（例えば、特
許文献１参照）。
【０００４】
　球使用式回胴遊技機等の遊技機では、一般的にメンテナンス等の観点から遊技機本体（
内枠）が固定枠（外枠）に対し開閉可能に設けられている。そのため、遊技ホールにおい
て店員以外の者が無断で遊技機本体を開放できないように、遊技機には施錠装置が設けら
れている。
【０００５】
　かかる施錠装置としては、専用の鍵を用いて操作されるシリンダ錠と、固定枠に設けら
れた複数の被係止部に対しそれぞれ係脱可能に設けられた複数の鉤部材と、鍵によるシリ
ンダ錠の解錠操作に応じて複数の鉤部材を連動させる摺動杆とを備えたものが知られてい
る。そして、施錠状態では各鉤部材がそれぞれ対応する被係止部に係合することで遊技機
本体が固定枠に対し開放不能となる。他方、専用の鍵でシリンダ錠を一定方向に解錠操作
することにより摺動杆を介して各鉤部材が被係止部から同時に離脱し、遊技機本体が開放
可能となる。
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【０００６】
　また、一般に、前記遊技機本体は、複数のユニット体によって構成されている。ユニッ
ト体としては、例えば、前扉、当該前扉に装着されたメインユニット、及び、裏機構ユニ
ットが挙げられる。そして、前記専用の鍵でシリンダ錠を前記一定方向とは反対方向に解
錠操作することにより、前扉に対し、裏機構ユニットが開放可能となるものも知られてい
る。
【０００７】
　さらに、上記球使用式回胴遊技機においては、スロットマシンと同様、出玉率を設定・
変更するための設定・変更機能が設けられており、遊技場の管理者等が所定の設定操作を
行うことで設定・変更が行われるようになっている。一般には、出玉率が異なる複数段階
のうち、いずれかに設定されるかによって出玉率等が変更される。より具体的には、球使
用式回胴遊技機には、設定キースイッチが設けられており、その設定キースイッチのキー
挿入口に設定変更キーを挿入（又は挿入した状態で該キーを回動操作）することにより設
定変更が可能な状態とされる。つまり、設定変更キーを用いた所定の操作により、そのと
きどきの設定操作が有効化され、その有効化された状態でのみ設定変更を行うことができ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－１６６７５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、球使用式回胴遊技機というのは、基本的にパチンコ機と同じ島設備に設置さ
れるものであり、パチンコ機と同様、遊技機背面側がむき出しに開放された構成となって
いる。そして、筐体内に設定キースイッチが設けられているスロットマシンとは異なり、
球使用式回胴遊技機の設定キースイッチは、一般にキー挿入口が遊技機背面側を向いてお
りしかもそれが露出状態となっていることが多い。この場合、上述したように遊技機本体
（内枠）が固定枠（外枠）から手前側に開放された状態で、管理者等によって前記背面側
より設定変更キーが挿入され、設定変更操作が行われる。ここで、例えば、遊技場におい
て２列の遊技機が背向かいの状態で島設備に設置されるような場合には、２列の遊技機の
うち一方の列の遊技機本体（内枠）が開放されると、他方の列の遊技機の背面側がむき出
しとなってしまう。そのため、比較的容易に設定キースイッチのキー挿入口に設定変更キ
ーを挿入することができてしまい、不正な設定変更が行われてしまうことが懸念される。
【００１０】
　これに対し、設定キースイッチが遊技機の背面側にむき出しにならないよう、設定キー
スイッチを種々の部材（例えば基板ボックスやカバー部材）で覆うとともに、非常に入り
くんだ位置に配置することが考えられる。より具体的には、例えば、払出ユニットの遊技
機正面側からしか設定キーを挿入できないようにすることで不正行為の抑止を図ることも
考えられる。
【００１１】
　しかしながら、上記のように設定キースイッチを入りくんだ位置に設けたのでは、非常
に狭い空間で設定変更キーを操作しなければならない等、操作性の悪化を招いてしまうお
それがある。
【００１２】
　尚、かかる課題は、上記球使用式回胴遊技機に限らず、所定の操作手段を操作すること
で出玉率等を設定・変更することのできるパチンコ機など他の遊技機にも内在するもので
ある。
【００１３】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、操作手段の操
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作部に対し所定の有効化操作を行うことに基づき設定操作が有効化されるよう構成された
遊技機において、不正な操作による不正行為の抑止を図るとともに、操作性の悪化に起因
する不具合を防止することのできる遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上述の課題を解決するべく、本願の第１の発明に係る遊技機は、
　左右一側部にて開閉可能に支持され、遊技機前後方向に互いに重なるようにして設けら
れた複数のユニット体と、
　前記複数のユニット体のうち、最後方に配置される最後方ユニット体、及び、当該最後
方ユニット体よりも前側に設けられた前側ユニット体の分離開放を規制可能な施錠装置と
、
　前記最後方ユニット体の後面側に配設固定され、操作部を有する操作手段とを備え、
　遊技に関する内部状態を可変設定する設定変更機能を具備し、所定の設定操作に基づき
前記内部状態の設定変更が行われ、
　前記操作部に対し所定の有効化操作を行うことに基づき前記設定操作が有効化されるよ
う構成された遊技機であって、
　ベース部及び該ベース部に設けられた被覆部を具備する被覆手段を設け、
　前記最後方ユニット体及び前記前側ユニット体の分離開放が規制された状態にあっては
、前記被覆部が前記操作部の少なくとも一部を覆った状態で、前記ベース部の移動が規制
され、
　前記施錠装置による施錠が解除され、前記最後方ユニット体が前記前側ユニット体に対
し所定量開放された状態にあっては、前記ベース部の移動が許容され前記被覆部による前
記操作部の覆いを解除できるようにしたことをその要旨としている。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、操作手段の操作部に対し所定の有効化操作を行うことに基づき設定操
作が有効化されるよう構成された遊技機において、不正な操作による不正行為の抑止を図
るとともに、操作性の悪化に起因する不具合を防止することができるという効果が奏され
る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】球使用式回胴遊技機の全体を示す正面斜視図である。
【図２】球使用式回胴遊技機の正面図である。
【図３】外枠に対して前扉を開放した状態を示す斜視図である。
【図４】前扉に装着されたメインユニット及び裏機構ユニットを開放した状態を示す斜視
図である。
【図５】球使用式回胴遊技機の背面図である。
【図６】前扉のベース枠の背面斜視図である。
【図７】正面側から見た前扉の分解斜視図である。
【図８】背面側から見た前扉の分解斜視図である。
【図９】正面側から見たベース枠及び装飾枠の斜視図である。
【図１０】背面側から見たベース枠及び装飾枠の斜視図である。
【図１１】上皿ユニットの全体を示す斜視図である。
【図１２】上皿ユニットの分解斜視図である。
【図１３】上皿の平面図である。
【図１４】取込装置の背面側の斜視図である。
【図１５】取込装置の内部機構を説明するための断面図である。
【図１６】（ａ）は、返却シャッタが通路閉鎖位置にある状態の取込装置等を示す断面図
であり、（ｂ）は、返却シャッタが通路開放位置にある状態の取込装置等を示す断面図で
ある。
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【図１７】メインユニットの正面斜視図である。
【図１８】メインユニットの背面斜視図である。
【図１９】裏機構ユニットの背面斜視（一部分解）図である。
【図２０】裏機構ユニットの正面斜視図である。
【図２１】裏機構ユニットの背面図である。
【図２２】電源装置、払出制御装置等を取外した状態を示す裏機構ユニットの背面図であ
る。
【図２３】球払出ユニットの内部構成を示す断面図である。
【図２４】球使用式回胴遊技機の主な電気的構成を示すブロック図である。
【図２５】施錠装置の背面図である。
【図２６】施錠装置の右側面図である。
【図２７】施錠装置の左側面図である。
【図２８】施錠装置の正面図である。
【図２９】背面側から見た施錠装置の分解図である。
【図３０】側面側から見た施錠装置の分解図である。
【図３１】鍵の非挿入時におけるシリンダ錠を示す断面図である。
【図３２】鍵の挿入時におけるシリンダ錠を示す断面図である。
【図３３】（ａ）～（ｃ）はカム板等の作用を説明するための図である。
【図３４】外枠を示す部分斜視図である。
【図３５】（ａ），（ｂ）は保護部材等の動作を説明するための図である。
【図３６】（ａ）～（ｃ）は鉤部材等の動作を説明するための図である。
【図３７】裏機構ユニットの背面側を示す部分斜視図である。
【図３８】裏機構ユニットの正面側を示す部分斜視図である。
【図３９】扉体を開放した状態における裏機構ユニットの背面側を示す部分斜視図である
。
【図４０】扉体を開放した状態における裏機構ユニットの正面側を示す部分斜視図である
。
【図４１】扉体を開放した状態において電源装置等を取り外した際の裏機構ユニットの背
面側を示す部分斜視図である。
【図４２】扉体を開放した状態において電源装置等を取り外した際の裏機構ユニットの正
面側を示す部分斜視図である。
【図４３】電源装置に対し払出制御装置をスライドさせた状態を示す背面側から見た斜視
図である。
【図４４】電源装置に対し払出制御装置をスライドさせた状態を示す正面側から見た斜視
図である。
【図４５】電源装置から払出制御装置を取り外した状態を示す背面側から見た斜視図であ
る。
【図４６】電源装置から払出制御装置を取り外した状態を示す正面側から見た斜視図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、遊技機としての球使用式回胴遊技機の一実施形態を図面に基づいて詳細に説明す
る。ここでいう球使用式回胴遊技機とは、パチンコ機とスロットマシンとを融合したタイ
プの遊技機であり、特に遊技球を遊技媒体として使用するスロットマシン仕様の遊技機を
指す。図１は球使用式回胴遊技機１の全体を示す正面斜視図であり、図２は正面図であり
、図３は後述する固定枠としての外枠２に対して前側ユニット体としての前扉３を開放し
た状態を示す斜視図であり、図４は前扉３に装着された後述するメインユニット４及び最
後方ユニット体としての裏機構ユニット５を開放した状態を示す斜視図であり、図５は球
使用式回胴遊技機１の背面図である。
【００１８】



(6) JP 2017-39036 A 2017.2.23

10

20

30

40

50

　図１～図５に示すように、球使用式回胴遊技機１は、当該球使用式回胴遊技機１の外殻
を形成する外枠２と、外枠２の前部に設けられ外枠２の一側部にて開閉可能に支持された
前扉３とを備えている。
【００１９】
　外枠２は、木製の板材により全体として矩形状に構成され、ネジ等の離脱可能な締結具
により各板材が組み付けられている。外枠２の下部には樹脂製の幕板飾り６が取着されて
いる。この外枠２を構成する上下の横板は、釘等によって遊技ホールに設けられた遊技機
設置島などに固定される。また、左右の縦板は、隣接する球貸装置などに接続される。
【００２０】
　前扉３は、外形が略矩形状のベース枠１０と、その前面側に取着される装飾枠１１とを
主体に構成されている。ベース枠１０及び装飾枠１１は主に合成樹脂、具体的にはＡＢＳ
（アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン）樹脂により構成されている。装飾枠１１は
ベース枠１０に対しネジ等の締結具により固定されている。
【００２１】
　球使用式回胴遊技機１の正面から見て、前扉３の左上部及び左下部には上下一対の開閉
機構１２が設けられている。これに対応して外枠２の左上部及び左下部（幕板飾り左端）
には上下一対の支持機構１３が設けられている。開閉機構１２を支持機構１３に組付ける
ことにより、前扉３が外枠２に対し開閉自在に組付けられる。
【００２２】
　ここで、開閉機構１２及び支持機構１３について、両者の関連性をふまえてより詳しく
説明する。前扉３（ベース枠１０）の背面側の斜視図である図６等に示すように、開閉機
構１２は、ベース枠１０の左上部及び左下部において左右方向に沿って設けられたベース
金具１４と、当該ベース金具１４の左右方向略中央部において回動自在に軸支された連結
アーム１５とにより構成されている。
【００２３】
　ベース金具１４の左端（図６では右端）には上方又は下方へ向け突出した突部１６が設
けられている。これに対応して、外枠２側の支持機構１３の左端には、図３等に示すよう
に、前記突部１６が左右方向にスライド自在に嵌め込まれるレール部１７が設けられてい
る。レール部１７の左端は突部１６が抜落ち不能となるよう閉鎖されており、右端は突部
１６を出し入れ可能に開口している。レール部１７の開口側には、突部１６の抜落ち防止
用の係止片１９が設けられている。係止片１９は図示しないバネによって常には前方へ付
勢された状態に維持されている。
【００２４】
　また、連結アーム１５の先端部には連結具２０が設けられている。これに対応して、支
持機構１３の右端には、連結アーム１５の連結具２０が連結される連結部２１が設けられ
ている。連結具２０が連結部２１に対し連結された状態では、連結アーム１５が支持機構
１３に対し回動自在に軸支された状態となる。
【００２５】
　外枠２に対する前扉３の装着手順としては、まず、上下とも前扉３側の突部１６を外枠
２側の係止片１９に押し当てる。そして、バネの付勢力に抗して係止片１９を没入状態と
して、突部１６をレール部１７に嵌め込む。その後、連結アーム１５の連結具２０を連結
部２１に対し連結すると、前扉３の装着が完了する。前扉３を開閉させる際には、突部１
６がレール部１７に沿って左右方向にスライドすることにより、前扉３が回動する。
【００２６】
　次に装飾枠１１について詳しく説明する。装飾枠１１は、主に、略矩形状の窓孔３０を
有した窓枠部３１と、当該窓枠部３１の下方に設けられた上皿構成部３２と、当該上皿構
成部３２の下方に設けられた下皿構成部３３とから構成されている。
【００２７】
　窓孔３０に対応して透明のガラス板３４が設けられている。ここで図７～図１０を参照
してより詳しく説明する。図７は正面側から見た前扉３の分解斜視図であり、図８は背面
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側から見た前扉３の分解斜視図であり、図９はガラス板３４等を取外した状態のベース枠
１０及び装飾枠１１を正面側から見た斜視図であり、図１０はガラス板３４等を取外した
状態のベース枠１０及び装飾枠１１を背面側から見た斜視図である。
【００２８】
　ガラス板３４は、窓孔３０と略同形状をなし、前扉３の背面側より窓孔３０の周縁部に
当接した状態で取付けられる。また、窓枠部３１の内周側には合成樹脂よりなる環状の内
周枠３５が取着される。内周枠３５は、前端部がガラス板３４の背面側に当接した状態で
、装飾枠１１に対しネジ等の締結具により固定される。これにより、ガラス板３４は、内
周枠３５と、窓孔３０の周縁部とにより挟持された状態で位置決め固定されることとなる
。
【００２９】
　尚、前記ガラス板３４の下方位置かつ上皿構成部３２の上方位置にあたる前記内周枠３
５の下辺部分には、左右方向に長い略矩形状の開口を塞ぐようにして透明の透視パネル部
３７が一体形成されている。この透視パネル部３７を介して、後述する情報表示パネル５
３８に表示された情報を視認可能となっている。
【００３０】
　また、装飾枠１１にはランプやスピーカ等が設けられている。例えば、窓枠部３１の周
縁部のうち、上辺部にはトップランプが設けられ、上辺部の左右両側方には上部スピーカ
５０（図８，１０等参照）が設けられている。また、窓枠部３１の左右両側辺部には、側
部ランプが設けられている。さらに、下皿構成部３３の後方には下部スピーカ５１が設け
られ、下皿構成部３３の左右両側方には下部ランプが設けられている（各ランプについて
は符号略）。
【００３１】
　これら各種ランプやスピーカにより、遊技の進行に伴って各種報知や演出が行われる。
例えば、後述するように「７」図柄が有効ライン上に揃った場合（ビッグボーナスゲーム
を獲得した場合）には、その旨が各種ランプの点灯、点滅や、スピーカから発せられる音
声等によって報知される。
【００３２】
　次に上皿構成部３２について詳細に説明する。この上皿構成部３２に対応する部分、す
なわち装飾枠１１のうち透視パネル部３７の下方にあたる部分には、装飾枠１１の一部が
前方へアーチ状に膨出した膨出部６０が形成されている。図７等に示すように、膨出部６
０の上面には開口部６１が形成されており、当該膨出部６０は装飾枠１１の背面側に貫通
している。そして、この膨出部６０に対し、前扉３の背面側から上皿ユニット７０が取着
されている。
【００３３】
　ここで上皿ユニット７０について詳細に説明する。図１１は上皿ユニット７０の全体を
示す斜視図であり、図１２は上皿ユニット７０の分解斜視図である。また、図１３は上皿
７１の平面図である。
【００３４】
　上皿ユニット７０は、本体部となる球貯留手段としての上皿７１と、この上皿７１に組
み付けられるカードユニット操作装置７２、球返却機構７３、天井カバー７６などからな
る。以下、順に上皿７１等について詳細に説明していく。
【００３５】
　上皿７１は、後述する払出機構部５６５より払い出される遊技球や、遊技機設置島など
において球使用式回胴遊技機１に併設される球貸サンドなどの球貸装置（プリペイドカー
ド対応又は非対応の球貸装置）のノズルから供給される遊技球を貯留するとともに、後述
する取込装置３００へ供給する機能を有している。
【００３６】
　上皿７１は、合成樹脂材料により左右方向に長く上方に開口した略箱状に形成されてお
り、その内部に遊技球を貯留可能となっている。また、本実施形態における上皿７１は、
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その前後幅が比較的幅広に設定されており、膨出部６０への取着時においては前後方向略
中央部より前側が上記透視パネル部３７の位置より前方に位置し、後側部分が透視パネル
部３７より後方に位置する。
【００３７】
　上皿７１の開口部周縁にはフランジ７９が設けられており、上皿ユニット７０はこのフ
ランジ７９が膨出部６０の開口部６１周縁に載置された状態で取付けられる。上皿７１の
左右側壁部７１ａ，７１ｂには固定部８８が設けられており、上皿７１は当該固定部８８
を介してネジ等により装飾枠１１に対し固定される。
【００３８】
　上皿７１の奥壁部８０の左端には切欠き状の受口部８１（図１２参照）が形成されてお
り、この受口部８１を介して払出手段としての払出機構部５６５から払い出される遊技球
が上皿７１へ排出される。
【００３９】
　一方、最下流側にあたる底部８２の右端には、前後方向略中央部より後側部分すなわち
透視パネル部３７より後方に位置する後側部分において、下方へ開口した取込口８３が形
成されている。この取込口８３は後述する取込装置３００の上方に位置する。
【００４０】
　上皿７１の底部８２は球使用式回胴遊技機１正面から見て左側から右側に向けて下方へ
傾斜しており、上皿７１上の遊技球は取込口８３へ向けて流れ、この取込口８３を介して
取込装置３００へと導かれる。また、上皿７１の左右方向略中央部より左側部分すなわち
上流側部分には、前後幅が比較的広く、より多くの遊技球を貯留できるスペース（以下、
貯留部８４という）が確保されている。
【００４１】
　一方、上皿７１の右側部分すなわち下流側部分には、取込口８３へ通じる前後幅の比較
的狭い整流部８５が設けられている。この整流部８５は、取込口８３ひいては取込装置３
００に向けて遊技球を整列しつつ誘導する機能を有する。より詳しくは、上皿７１の奥壁
部８０の右端部分は後方に向けて膨出しており、これに伴い整流部８５は下流側に向け前
後幅が広がった構成となっている。
【００４２】
　また、整流部８５の下流側には、奥壁部８０が膨出した区間に対応して、２つの誘導リ
ブ８６が設けられている。これにより、遊技球を１列に整列させつつ取込口８３へ向けて
流下させる３条の整流球通路８７が形成される。なお、誘導リブ８６は奥壁部８０の膨出
部分の形状に合わせて前後方向に緩やかに湾曲するとともに、下流側に向けて先太りした
形状となっている。そして、３つの整流球通路８７は下流側で左右方向に沿って延在し前
後方向に等間隔で並んでいる。この３つの整流球通路８７の最下流部における配置間隔は
、取込装置３００の３つの取込ユニット３０５の配置間隔に合わせたものである。
【００４３】
　上記整流部８５の前方には、整流部８５の傾斜方向とは逆方向、すなわち左側に向け下
方へ傾斜した逆傾斜部９０が設けられている。従って、整流部８５では、当該整流部８５
と逆傾斜部９０との間に形成された段差部９１により、遊技球の前方への動きが規制され
る。また、逆傾斜部９０の奥側には仕切リブ９２が突設されている。これにより、逆傾斜
部９０から整流部８５側へ遊技球が落下し、整流部８５において遊技球が重畳されること
を防止している。
【００４４】
　さらに、逆傾斜部９０の手前側には奥側に向け下方に傾斜した奥向き傾斜部９５が形成
されている。逆傾斜部９０と奥向き傾斜部９５との間には段差９６が形成され、逆傾斜部
９０から前方への遊技球の動きが規制されている。同様に、上皿７１の前壁部９８の頂部
と奥向き傾斜部９５との間には段差９９があり、奥向き傾斜部９５から前方への遊技球の
動きが規制されている。
【００４５】
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　尚、奥向き傾斜部９５の左方において、前壁部９８には、後方に凹んだ凹部９８ａが形
成されている。該凹部９８ａに対応する位置において、前記膨出部６０には、マックスベ
ットスイッチ７５及びシングルベットスイッチ７７が設けられている（図１等参照）。
【００４６】
　各スイッチ７５、７７は、遊技者により押圧操作されるベットボタンと、当該ベットボ
タンの押圧操作を検出する検出センサを搭載してなるスイッチ基板とを具備する。また、
ベットボタン内には図示しないＬＥＤが設けられており、当該ＬＥＤが点灯表示されるこ
とによって押圧操作が可能であることが報知され、消灯表示によって押圧操作が不能であ
ることが報知されるようになっている。
【００４７】
　また、逆傾斜部９０及び奥向き傾斜部９５の右方かつ取込口３３の前方位置には、その
背面側においてカードユニット操作装置７２を取付けるための収容凹部１１０が形成され
ている。この収容凹部１１０に対応する上皿７１の上面部は膨出しており、この膨出した
部位にカードユニット操作装置７２を操作するための操作面１１１が形成される。
【００４８】
　ここでカードユニット操作装置７２について詳しく説明する。カードユニット操作装置
７２は、プリペイドカード対応の球貸装置のカードユニットを操作するものであり、ベー
ス部材１１２と、当該ベース部材１１２に搭載されたカードユニット操作基板１１３とを
備えている（図１２参照）。カードユニット操作基板１１３には、球貸スイッチ１１５と
、返却スイッチ１１６と、７セグメントＬＥＤよりなる３桁表示の度数表示部１１９とが
設けられている。さらに、球貸スイッチ１１５を操作するための球貸ボタン１１７と、返
却スイッチ１１６を操作するための返却ボタン１１８とが、操作面１１１側に載置されて
いる。
【００４９】
　遊技ホールにおいて球使用式回胴遊技機１の側方に配置される球貸装置に紙幣やカード
等を投入した状態でカードユニット操作装置７２が操作されると、その操作に応じて遊技
球の貸出しが行われる。球貸ボタン１１７はカード等（記録媒体）に記録された情報に基
づいて貸出球（貸球）を得るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限
りにおいて貸出球が上皿７１に供給される。返却ボタン１１８はカードユニットに挿入さ
れたカード等の返却を求める際に操作されるものである。度数表示部１１９はカード等の
残額情報を表示するものである。なお、プリペイドカード非対応の球貸装置等からカード
ユニットを介さずに上皿７１へ遊技球が直接貸出される遊技機、いわゆる現金機ではカー
ドユニット操作装置７２が不要となる。この場合、操作面１１１（又は上カバー１４１）
部分に装飾シール等が貼付される。つまり、本実施形態における球使用式回胴遊技機１は
、プリペイドカード対応又は非対応の球貸装置どちらにも対応するように構成されている
。
【００５０】
　収容凹部１１０には図示しないボスが設けられており、当該ボスに対し前記ベース部材
１１２がネジ等の締結具により固定される。
【００５１】
　操作面１１１には、度数表示部１１９に対応した表示部用開口部１３１、球貸ボタン１
１７に対応したボタン孔１３２、返却ボタン１１８に対応したボタン孔１３３が、それぞ
れ収容凹部１１０に貫通するように設けられている。そして、球貸ボタン１１７及び返却
ボタン１１８から垂下した図示しない軸部がボタン孔１３２，１３３を介して各スイッチ
１１５，１１６に当接している。これにより各スイッチ１１５，１１６が操作可能な状態
とされる。
【００５２】
　また、操作面１１１側には、その上面前部を覆う前部カバー１４０と、当該前部カバー
１４０の後ろ側部位を覆う後部カバー１４１とが取付けられている。
【００５３】
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　前部カバー１４０は、内部を視認困難とするよう着色の施された半透明の合成樹脂材料
により形成されている。但し、度数表示部１１９に対応する部分は透視可能に構成されて
いる。また、球貸ボタン１１７及び返却ボタン１１８に対応した位置にはボタン孔１５１
，１５２が設けられている。
【００５４】
　次にカードユニット操作装置７２の下側に取付けられる球返却機構７３について詳しく
説明する。球返却機構７３は取込装置３００の返却シャッタ３４１を駆動させ、上皿７１
に貯留されている遊技球を後述する下皿２５３へ排出させるために操作されるものである
。
【００５５】
　球返却機構７３は、各部材の取付台となるベースカバー１６０と、当該ベースカバー１
６０の上面側に回動自在に軸支された第１回動部材１６１と、当該第１回動部材１６１よ
り後方位置において回動自在に軸支された第２回動部材１６２と、第１回動部材１６１の
前方位置に設けられた返却操作手段としての返却レバー１６３とを備えている（図１２参
照）。ベースカバー１６０は、上記カードユニット操作装置７２のベース部材１１２とと
もに、ネジ等により上皿７１に固定される。
【００５６】
　また、第１回動部材１６１及び第２回動部材１６２、第１回動部材１６１及び返却レバ
ー１６３は、それぞれ連動可能に係合されている。そして、返却レバー１６３の左右方向
の動きに連動して第１回動部材１６１が回動し、第１回動部材１６１の回動に連動して第
２回動部材１６２が回動する。なお、通常時には図示しない付勢手段によって返却レバー
１６３が右側に付勢されている。尚、前記上皿構成部３２の膨出部６０の右下部には返却
レバー１６３に対応して開口部１８１（図１等参照）が設けられており、返却レバー１６
３が遊技者により操作可能なように球使用式回胴遊技機１前面側に露出している。
【００５７】
　そして、遊技者が上皿７１に貯留されている遊技球を取り出そうとした場合には、前記
付勢手段の付勢力に抗して返却レバー１６３を左方へスライドさせる。これに連動して、
第１回動部材１６１が、球返却機構７３の上方から見て時計回りに回動するとともに、第
２回動部材１６２が反時計回りに回動する。この結果、第２回動部材１６２の右片部によ
り取込装置３００の返却シャッタ３４１が操作され、上皿７１内の遊技球が下皿２５３へ
排出される。返却シャッタ３４１の動作態様の詳細については後述する。
【００５８】
　次に上皿７１に組付けられる天井カバー７６について説明する。天井カバー７６は、上
皿７１と装飾枠１１との間に隙間を生じさせないために設けられたものであり、透視パネ
ル部３７の位置より後側部分、すなわち上皿７１の前後方向略中央部より後側部分の天井
部分を覆うように設けられている。
【００５９】
　天井カバー７６は、上皿７１の奥壁部８０に沿って左右方向略全域に設けられるととも
に後方へ向け下方に傾斜した天板体２１０と、天板体２１０とは別体で設けられ、当該天
板体２１０に組付けられる箱体２１２とを備える。天板体２１０の後縁部及び側壁部が、
上皿７１の奥壁部８０及び左右側壁部７１ａ，７１ｂに対しそれぞれネジ等により固定さ
れることにより、天井カバー７６が上皿７１に対し固定される。
【００６０】
　また、天板体２１０は、その前縁部が装飾枠１１の背面側にネジ等により固定される。
天板体２１０の前縁部には前方へ突出したリブ２１６が設けられており、天板体２１０の
前縁部が固定される際には、このリブ２１６が装飾枠１１の背面側に設けられた図示しな
い溝部に係合された状態となる。これにより、天板体２１０と装飾枠１１との隙間から球
使用式回胴遊技機１内部へ針金等を侵入させ、内部機器を操作するといった不正行為の防
止が図られている。
【００６１】
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　天板体２１０の右端部近傍には、上記整流球通路８７及び取込口８３に対応してその上
方位置に開口部２１７が設けられており、この開口部２１７の上方から上記箱体２１２が
嵌め込まれている。
【００６２】
　箱体２１２は、上方に開口した略箱状をなし、その開口部の周縁形状が前記天板体２１
０の開口部２１７の周縁形状と略同一形状となっている。また、箱体２１２の開口周縁部
にはフランジ２１８が形成されており、これが天板体２１０の開口部２１７周縁に形成さ
れた段差部に係合することにより、箱体２１２が天板体２１０に対し位置決めされた状態
で組付けられる。そして、メインユニット４が上方位置に配置された際には、当該メイン
ユニット４により箱体２１２の上方への移動が規制される。換言すれば、メインユニット
４が箱体２１２の上方位置から移動した場合には、箱体２１２の上方への規制がなくなる
ため、前扉３の背面側から箱体２１２を容易に取外すことができる。これにより、整流球
通路８７や、取込口８３の下方に位置する取込装置３００等の清掃作業や点検、修理等を
行うことができ、メンテナンス性の向上が図られる。
【００６３】
　箱体２１２の組付け状態において、その底壁部２３１は取込装置３００（停留傾斜部３
０８）や整流球通路８７の天井部を構成する（図１５参照）。これにより、後述するよう
に上記整流球通路８７により案内される遊技球を一列で通過させ、取込装置３００内へと
通じる球通路が形成される。
【００６４】
　また、箱体２１２により、上皿７１内を流れる遊技球は最終的には上下に積み重なるこ
となく下流側の整流球通路８７へ流下していく。従って、整流部８５に多量の遊技球が流
れ込んできたとしても、遊技球の噛み込みが抑制され、取込口８３近傍における球詰まり
が解消されるようになっている。
【００６５】
　さて、一般的に、遊技ホールでは球使用式回胴遊技機１の左側に球貸装置が設けられて
おり、プリペイドカード対応の球貸装置の場合、上述したように紙幣やカード等を投入し
た状態でカードユニット操作装置７２が操作されると、その操作に応じて遊技球の貸出が
行われる。実際には球貸装置に設けられたノズルを介して遊技球が球使用式回胴遊技機１
（上皿７１）に供給される。このノズルは、通常、回動可能かつ上方に跳ね上げ可能に構
成されている。そこで、本実施形態では、ノズルが上皿７１に向いた球供給位置（貯留部
８４上方）にある場合に、このノズルと、装飾枠１１とが干渉しない構成を採用している
。具体的には、装飾枠１１における上皿構成部３２より上方でかつ透視パネル部３７の側
方にあたるノズル対応箇所に、切欠き状の凹部２５０を設けている（図１等参照）。
【００６６】
　尚、本実施形態では、上皿７１の裏面側において球止め機構７４が設けられている（図
４、１３参照）。球止め機構７４は、上皿７１の裏面に略当接した状態で左右方向にスラ
イド自在に設けられた図示しないスライドベースと、該スライドベースを操作する操作レ
バー１８７とを備えている。通常時、スライドベースは、取込口８３から没した状態とな
っている。この状態から、操作レバー１８７を球使用式回胴遊技機１の背面側から見て時
計回りに回動させることにより、スライドベースが取込口８３側へスライドし、これによ
り遊技球が取込口８３から落下不能となる。球止め解除する際には、操作レバー１８７を
球使用式回胴遊技機１の背面側から見て反時計回りに回動させる。これにより、遊技球が
取込口８３へ落下可能となる。
【００６７】
　次に下皿構成部３３について図１等を参照して詳しく説明する。装飾枠１１の下部には
前方へ膨出した膨出部２５２が設けられており、当該膨出部２５２に遊技球を貯留するた
めの下皿２５３が取付けられている。また、下皿構成部３３（下皿２５３）の奥壁部２５
４の中央部には下部スピーカ５１用のスピーカ開口部（多数の孔）が設けられており、球
使用式回胴遊技機１の正面から見て、スピーカ開口部の右方には排出口２５７が形成され
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ている。
【００６８】
　また、下皿構成部３３（下皿２５３及び膨出部２５２）には球抜き孔２６０が形成され
ている。この球抜き孔２６０は、通常、膨出部２５２の内部においてスライド自在に設け
られた開閉弁２６１により閉塞されている。そして、膨出部２５２の前面に設けられた球
抜きレバー２６２を操作してスライドした場合に、球抜き孔２６０が開放され、下皿２５
３に貯留されていた遊技球が球抜き孔２６０から下方へ排出される。
【００６９】
　次に装飾枠１１に設けられた各種操作手段について詳しく説明する。
【００７０】
　上皿構成部３２の膨出部６０の前面左側には後述する各リール５１１～５１３を回転開
始させるための始動操作手段としてのスタートレバースイッチ２６８が設けられている。
スタートレバースイッチ２６８はスタートレバーと、検出スイッチを搭載してなるスイッ
チ基板とからなる。
【００７１】
　スタートレバースイッチ２６８の右方には、回転中の各リール５１１，５１２，５１３
（図１７等参照）を個別に停止させるための停止操作手段としてのストップボタンスイッ
チ２７１，２７２，２７３が設けられている。各ストップボタンスイッチ２７１～２７３
は、それぞれ停止対象となるリール５１１～５１３の下方に位置している。各ストップボ
タンスイッチ２７１～２７３は、左リール５１１が回転を開始してから所定時間が経過す
ると停止させることが可能な状態となり、かかる状態中には各ボタン内に設けられた図示
しないＬＥＤが点灯表示されることによって停止操作が可能であることが報知され、回転
が停止すると消灯されるようになっている。
【００７２】
　このほかにも、操作手段として、前述したように各種ベットスイッチ（マックスベット
スイッチ７５及びシングルベットスイッチ７７）が設けられている。各ベットスイッチは
、共に遊技媒体（又は記憶遊技媒体）たる遊技球を必要数分だけ投入するためのものであ
る。
【００７３】
　シングルベットスイッチ７７に関しては、１回押圧操作される毎に、５個の遊技球が投
入されるよう設定されている。より詳しくは、シングルベットスイッチ７７の１回の押圧
操作で、上皿７１の遊技球が「５個」ずつ取り込まれる。
【００７４】
　マックスベットスイッチ７５は、前記シングルベットスイッチ７７の複数回（３回）の
押圧操作を省略することができるよう設けられているものであって、１回押圧操作される
毎に、１５個（３ベット分）の遊技球が取り込まれるよう設定されている。より詳しくは
、マックスベットスイッチ７５の１回の押圧操作で、上皿７１の遊技球が「１５個」ずつ
取り込まれる。本実施形態における遊技球の取込みは取込装置３００によって行われる。
但し、特別遊技状態であるビッグボーナスゲーム中にあっては、マックスベットスイッチ
７５の１回の押圧操作により５個分（１ベット分）の遊技球が取り込まれるようになって
いる。
【００７５】
　また、本実施形態では、後述する５ラインが有効化された（１５個の遊技球が投入され
た）時点で最大ベット（３ベット）状態となる。つまり、シングルベットスイッチ７７の
３回の押圧操作或いはマックスベットスイッチ７５の１回の押圧操作がなされた時点で、
それ以上の投入は行われないようになっている。従って、本実施形態では最大ベット（３
ベット）状態となった上で、さらにベットスイッチ７７，７５が押圧操作された場合には
、該操作が無効化される構成となっている。
【００７６】
　さらに、前記ストップボタンスイッチ２７１，２７２，２７３の右方には、演出ボタン
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スイッチ２７７が設けられている。当該演出ボタンスイッチ２７７が遊技者によって押圧
操作されることによって、液晶表示装置５０１での演出表示に際し、演出形式が切換えら
れたり（例えばキャラクタが選択表示可能となったり）、付随演出が行われたり（例えば
画面中に泡が表示されたり）するようになっている。
【００７７】
　次に、前扉３の背面構成について説明する。図７等に示すように、ベース枠１０は、上
辺部１０ａ、下辺部１０ｂ、左辺部１０ｃ及び右辺部１０ｄからなる枠体形状をなし、そ
のほぼ中央部には略矩形状の窓孔２８１が形成され、その下部には下辺部１０ｂに沿って
左右方向略全域に下部スピーカ５１や取込装置３００等を取付けるための取付台部２８２
が形成されている。
【００７８】
　窓孔２８１は、ほぼ装飾枠１１の窓孔３０、透視パネル部３７、及び上皿構成部３２（
膨出部６０）に対応する範囲、すなわち下皿構成部３３を除く範囲に設けられている。一
方、取付台部２８２は、ほぼ装飾枠１１の下皿構成部３３に対応する範囲に設けられてい
る。
【００７９】
　取付台部２８２の背面側には、上記上皿７１の取込口８３の下方位置において取込装置
３００が取付けられている。取込装置３００は、図８に示すように取付台部２８２の背面
側に形成された収容凹部２８３に取付けられている。
【００８０】
　取込装置３００は、遊技者による遊技球の投入操作が行われた場合に、遊技球を所定個
数ずつ取り込む装置である。そして、この取込装置３００により、所定個分の遊技球が取
り込まれる毎にその都度の遊技（ゲーム）の開始条件が成立し、遊技開始の準備が整えら
れる。なお、取込装置３００により取り込まれた遊技球は、収容凹部２８３の下部に設け
られた排出通路２８５を介して後述する第２排出通路（図示略）へ導かれ、球使用式回胴
遊技機１外部へ排出される。また、取付台部２８２の背面側ほぼ中央に下部スピーカ５１
が取付けられている。
【００８１】
　ここで取込手段としての取込装置３００について詳細に説明する。図１４は取込装置３
００を背面側から見た斜視図であり、図１５は取込装置３００の内部機構を説明するため
の断面図である。
【００８２】
　取込装置３００は、上皿７１の３つの整流球通路８７に対応して３つの取込ユニット３
０５を備えている。取込装置３００はネジ等によりベース枠１０に対し固定される。
【００８３】
　各取込ユニット３０５の外形をなす略箱状のハウジング３０６は、合成樹脂製の前後一
対のハウジング構成部材（前側ハウジング構成部材３０６ａ及び後側ハウジング構成部材
３０６ｂ）をネジ等の締結具により連結することにより構成されている。
【００８４】
　各取込ユニット３０５のハウジング３０６の上部には、当該取込ユニット３０５に対応
した上記整流球通路８７に通じる停留傾斜部３０８が形成されている。停留傾斜部３０８
は、球使用式回胴遊技機１の背面側から見て左側（図１５左側）に向けて比較的緩やかに
下方に傾斜している。開放された停留傾斜部３０８の上方位置には上述した箱体２１２の
底壁部２３１が位置する（図１５参照）。これにより、上記整流球通路８７から案内され
る遊技球を取込んで一列で通過させ、ハウジング３０６内へと通じる断面略矩形状かつ筒
状の球通路３０９が形成される。球通路３０９は、一般的な遊技球の直径が約１１ｍｍで
あることから、所要の隙間が出来るように各辺ともその長さが約１２ｍｍに設定されてい
る。
【００８５】
　球通路３０９は、ハウジング３０６内で分岐され、その一方は略鉛直方向に延びる取込
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通路３１１となり、他方は停留傾斜部３０８に沿って斜め下方に延びる返却通路３１２と
なる。取込通路３１１は前記排出通路２８５に連通し、返却通路３１２は前記下皿２５３
の排出口２５７へ通じる図示しない返却中継路に連通している。従って、遊技球の取込み
が行われる際には取込通路３１１を遊技球が通り、排出通路２８５及び後述する第２排出
通路５８１ｄを介して球使用式回胴遊技機１外部へ排出される。一方、上皿７１に貯留さ
れた遊技球の返却を行う際には返却通路３１２を介して遊技球が下皿２５３へと排出され
る。なお、通常の場合、すなわち上記球返却機構７３の返却レバー１６３が操作されてい
ない場合、返却通路３１２は返却シャッタ３４１により遊技球が通過不能に閉鎖されてい
る。返却シャッタ３４１の詳細については後述する。
【００８６】
　次に、遊技球の取込みを制御する内部機構について説明する。取込通路３１１より、球
使用式回胴遊技機１の背面側から見て右側（図１５右側）の通路外スペースには、遊技球
の取込みを制御する取込機構３１５が設けられている。
【００８７】
　取込機構３１５は、フリッカー３１６と、ソレノイド３１７と、両者を連動させる駆動
伝達部材３１８とから構成されている。
【００８８】
　ソレノイド３１７は、下方に向けて突出するプランジャ３２０を有している。プランジ
ャ３２０の先端部にはプランジャキャップ３２１が取着されている。また、プランジャ３
２０にはコイルばね３２２が取着されており、通常時つまりソレノイド３１７の非励磁状
態においては、コイルばね３２２の付勢力によりプランジャ３２０が下方へ押下げられて
いる。そして、ソレノイド３１７が励磁状態となると、プランジャ３２０がコイルばね３
２２に抗して上方へ引き上げられる。
【００８９】
　フリッカー３１６は、取込通路３１１近傍において支軸３２３により回動自在に軸支さ
れている。一方、取込通路３１１の上端部近傍の通路壁３３７には開口部３３８が設けら
れている。そして、フリッカー３１６の回動に伴い、フリッカー３１６先端の爪部３１６
ａが開口部３３８を介して取込通路３１１内外へ出没する。これにより、取込通路３１１
は開放又は閉鎖され、遊技球の通過が許容又は阻止される。より詳しくは、フリッカー３
１６の爪部３１６ａが取込通路３１１内へ突出している状態においては、取込通路３１１
を遊技球が通過不能となる。この場合、返却シャッタ３４１が通路閉鎖位置にある通常時
においては、それより上流側の球通路３０９（停留傾斜部３０８）おいて遊技球が停留さ
れることとなる。一方、フリッカー３１６の爪部３１６ａが取込通路３１１外へ没してい
る状態においては、取込通路３１１を遊技球が通過可能となる。この場合、返却シャッタ
３４１が通路閉鎖位置にある通常時においては、取込通路３１１を通って遊技球が流下し
ていくこととなる。
【００９０】
　また、フリッカー３１６の下方において、略く字形状をなす上記駆動伝達部材３１８が
支軸３２４により回動自在に軸支されている。そして、この駆動伝達部材３１８の先端部
がフリッカー３１６の下端部に係合され、駆動伝達部材３１８の動きに連動してフリッカ
ー３１６が回動可能となる。
【００９１】
　また、駆動伝達部材３１８の下後端には上記プランジャキャップ３２１が係合され、プ
ランジャ３２０の上下動に連動して、駆動伝達部材３１８、ひいてはフリッカー３１６が
回動することとなる。
【００９２】
　また、取込通路３１１には、フリッカー３１６の爪部３１６ａが突出する位置のすぐ下
流側に第１カウントセンサ３２８が設置され、下流側端部において第２カウントセンサ３
２９が設置されている。これらカウントセンサ３２８，３２９は、取込機構３１５による
取込通路３１１の開放時において当該取込通路３１１を通過する遊技球を検知するもので
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ある。これにより、遊技の開始条件である所定個数の遊技球の取込みが検知できる。
【００９３】
　第１カウントセンサ３２８は、上下一対の検知部３２８ａ，３２８ｂを有している。各
検知部３２８ａ，３２８ｂは、発光素子及び受光素子を備えたフォトセンサにて構成され
ており、取込通路３１１を挟んで例えば前側に発光素子が、後側に受光素子が配設されて
いる。また、各検知部３２８ａ，３２８ｂは、取込通路３１１の中心線よりも側方にずれ
た位置に設けられるとともに、１つの遊技球を同時に検出可能な上下間隔に配置されてい
る。
【００９４】
　また、各検知部３２８ａ，３２８ｂの発光素子及び受光素子は、前側ハウジング構成部
材３０６ａ及び後側ハウジング構成部材３０６ｂの通路壁に設けられた透孔３３０ａ，３
３０ｂを通じて発光又は受光して、遊技球の通過を検知する。
【００９５】
　また、第２カウントセンサ３２９は近接センサであり、遊技球が孔部３２９ａを通過す
ることにより遊技球の通過を検知する。本実施形態では、第１カウントセンサ３２８の検
出結果と、第２カウントセンサ３２９の検出結果に基づき、第１カウントセンサ３２８に
より遊技球の通過が検知されたにも関わらず、第２カウントセンサ３２９によって、遊技
球が検知できない場合等は、取込通路３１１内において球詰まりなどの不具合や不正行為
が発生したと判別される。
【００９６】
　また、３つの取込ユニット３０５の側方には、当該３つの取込ユニット３０５に跨って
１つの取込中継基板３３５と、当該取込中継基板３３５を覆う１つの基板カバー３３６と
が取付けられている。取込中継基板３３５は、各取込ユニット３０５のソレノイド３１７
やカウントセンサ３２８，３２９等と、後述する主制御装置５２０との電気的接続を中継
する基板である。
【００９７】
　次に返却通路３１２を開閉する開閉機構について説明する。各取込ユニット３０５の返
却通路３１２の通路前後壁には貫通孔３４０が形成されている（図１６等参照）。この貫
通孔３４０には、３つの取込ユニット３０５を貫くように返却シャッタ３４１が挿し込ま
れている。
【００９８】
　貫通孔３４０は、取込通路３１１との分岐部分近傍において設けられており、当該貫通
孔３４０に挿し込まれた返却シャッタ３４１は、通常時すなわち上記球返却機構７３の返
却レバー１６３が操作されていない場合においては取込通路３１１の通路壁として機能す
る。つまり、通常時は、返却通路３１２は返却シャッタ３４１により遊技球が通過不能に
閉鎖されている。
【００９９】
　より詳しくは、返却シャッタ３４１は、前後方向に長い略平板状をなし、遊技球が通過
可能な略矩形状の通過口３４２を各返却通路３１２に対応して３つ備えている。また、返
却シャッタ３４１の前端部には、上記球返却機構７３の第２回動部材１６２が接触する受
部３４３が設けられている。一方、返却シャッタ３４１の後端部には、コイルばね３４５
が嵌め込まれるバネ受部３４６と、その下方において図示しないシャッタセンサにより検
知される図示しないインデックス部とが設けられている。また、各通過口３４２の下方位
置には規制爪３４４がそれぞれ突設されている。
【０１００】
　また、取込装置３００の後部には、コイルばね３４５とシャッタセンサを収容するシャ
ッタキャップ３４８が設けられている。シャッタセンサは、発光素子及び受光素子を備え
たフォトセンサにて構成されている。
【０１０１】
　図１６（ａ）に示すように、通常時、返却シャッタ３４１は、コイルばね３４５により
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バネ受部３４６が最後部の取込ユニット３０５の背面側（後側ハウジング構成部材３０６
）に付勢された状態となっており、各通過口３４２の位置が停留傾斜部３０８及び返却通
路３１２の位置より前方へずれた状態となっている。つまり、返却シャッタ３４１は、遊
技球が返却通路３１２へ流入できない通路閉鎖位置にある。この際、インデックス部は、
シャッタセンサの位置より前方に位置している。
【０１０２】
　図１６（ｂ）に示すように、上記球返却機構７３の返却レバー１６３が操作された場合
には、第２回動部材１６２に押されることにより、返却シャッタ３４１はコイルばね３４
５に抗して後方へスライドする。これにより、返却シャッタ３４１は、遊技球が返却通路
３１２へ流入可能な通路開放位置をとる。この状態では、各通過口３４２の位置が停留傾
斜部３０８及び返却通路３１２の位置と一致する。そして、規制爪３４４により取込通路
３１１への遊技球の落下が規制されるため、遊技球は返却通路３１２へと流れていく。こ
れにより、上皿７１内の遊技球が返却通路３１２を介して下皿２５３へ排出されることと
なる。この際、シャッタセンサによってインデックス部が検知されることにより、球返却
機構７３の操作がなされたことが検知される。この検知がなされている間、取込装置３０
０による取込みは停止される。また、取込装置３００によって既に取り込まれ遊技球が存
在する場合には、インデックス部が検知されることによって、取込球数分の遊技球が払出
機構部５６５より上皿７１へ返却される。
【０１０３】
　また、球返却機構７３の返却レバー１６３の操作を止めることにより、コイルばね３４
５の付勢力によって返却シャッタ３４１は通路閉鎖位置へ復帰する。
【０１０４】
　次に球使用式回胴遊技機１の背面構成について詳しく説明する。ベース枠１０の背面に
は各種制御基板や払出機構等がメインユニット４及び裏機構ユニット５としてまとめられ
た状態で取付けられている。
【０１０５】
　メインユニット４は、リールユニット、主制御装置、サブ制御装置などを１ユニットと
したものである。また、裏機構ユニット５は、払出制御装置、電源装置、払出機構などを
１ユニットとしたものである。
【０１０６】
　ここで、まずメインユニット４について詳しく説明する。図１７はメインユニット４の
正面側の斜視図であり、図１８はメインユニット４の背面側の斜視図である。
【０１０７】
　メインユニット４は、合成樹脂材料よりなる遊技パネルベース５００を備えている。遊
技パネルベース５００は、その前面側ほぼ全域が前扉３の窓孔３０（ガラス板３４）を介
して視認可能となる。
【０１０８】
　遊技パネルベース５００には、その上部に液晶表示装置５０１、ほぼ中央部に可変表示
手段としてのリールユニット５０２、下部に情報表示装置５０３が取付けられている。
【０１０９】
　液晶表示装置５０１は、取付台５０４に搭載された状態で遊技パネルベース５００の背
面側にネジ等により固定される。この液晶表示装置５０１が取付けられる遊技パネルベー
ス５００の上部には、液晶表示装置５０１に対応した略矩形状の開口部５０５が形成され
ており、液晶表示装置５０１の表示部５０１ａが前面側に露出している。つまり、液晶表
示装置５０１の表示部５０１ａが前面側から視認可能となっている。
【０１１０】
　リールユニット５０２は、遊技パネルベース５００の背面側にネジ等により固定される
。リールユニット５０２は、略箱状をなす金属フレーム５０７内に円筒状の左リール５１
１，中リール５１２，右リール５１３を備えている。
【０１１１】
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　各リール５１１～５１３は、その中心軸線が当該リールの回転軸線となるように回転可
能に支持されている。各リール５１１～５１３の回転軸線は略水平方向に延びる同一軸線
上に配設されている。
【０１１２】
　このリールユニット５０２が取付けられる遊技パネルベース５００の略中央部には、リ
ール５１１～５１３に対応した略矩形状の開口部５１５が形成されており、各リール５１
１～５１３の表面の一部が開口部５１５を介して視認可能な状態となっている。
【０１１３】
　リール５１１～５１３が正回転すると、開口部５１５を介してリール５１１～５１３の
表面が上から下へ向かって動いているように視認される。
【０１１４】
　これら各リール５１１～５１３は、それぞれが駆動手段としての図示しないステッピン
グモータに連結されており、各ステッピングモータの駆動により各リール５１１～５１３
が個別に回転駆動する構成となっている。また、各リール５１１～５１３の回転位置を個
別に検出する図示しない回転位置検出センサが設けられており、その検出結果に基づき各
リール５１１～５１３の回転制御が行われる。
【０１１５】
　各リール５１１～５１３の外表面には、それぞれ識別情報としての図柄（シンボル）が
多数付されている。これらの図柄のうち、開口部５１５を介して視認可能な図柄数は、主
として開口部５１５の上下方向の長さによって決定される所定数に限られている。本実施
形態では、各リール５１１～５１３毎に３個ずつの図柄が視認可能となるよう開口部５１
５の上下方向の長さが設定されている。また、各リール５１１～５１３の内側には、開口
部５１５を介して視認可能な図柄を後方より照明するための図示しないバックライトが配
置されている。
【０１１６】
　リール５１１～５１３に付される図柄としては、例えば（１）ビッグボーナスゲームに
移行するためのビッグボーナス図柄としての「７」図柄及び「ＢＡＲ」図柄、（２）リプ
レイゲームに移行するための「リプレイ図柄」、（３）小役の払出が行われる小役図柄と
しての「スイカ」図柄、「ベル」図柄、「チェリー」図柄がある。本実施形態におけるリ
ール５１１～５１３にはそれぞれ２１個の図柄が一列に設けられている。但し、各リール
５１１～５１３ではそれぞれ同一図柄の数や配置順序が相違している。
【０１１７】
　本実施形態では、例えば各リール５１１～５１３を結ぶようにして、横方向に平行とな
るように３本、斜め方向にたすき掛けとなるように２本、計５本の有効ラインが設定され
ている。すなわち、有効ラインとして、上・中・下の横ライン（上ライン、中央ライン、
下ライン）と、一対の斜めライン（右上がりライン、右下がりライン）とが設定されてい
る。上記各種ゲームや小役等の遊技価値の付与に関わる図柄が本実施形態における特定識
別情報を構成する。例えば後述する「７」図柄は、特別遊技状態としてのビッグボーナス
ゲームの付与に関わる特定識別情報を構成する。また、各種図柄が停止する各種有効ライ
ンが本実施形態における所定領域を構成する。
【０１１８】
　これら各組合せラインに対応して、開口部５１５の正面から見て左側には図示しない第
１～第３の有効ライン表示部が設けられている。第１有効ライン表示部は組合せラインの
うち中央の横ライン（中央ライン）が有効化された場合に点灯等によって表示報知される
。第２有効ライン表示部は、第１有効ライン表示部を挟むようにして上下位置に設けられ
、組合せラインのうち上下の横ライン（上ライン及び下ライン）が有効化された場合に点
灯等によって表示報知される。第３有効ライン表示部は、第２有効ライン表示部を挟むよ
うにして上下位置に設けられ、組合せラインのうち一対の斜めライン（右下がりライン及
び右上がりライン）が有効化された場合に点灯等によって表示報知される。そして、有効
化された組合せライン、すなわち有効ライン上に図柄が特定の組合せで停止した場合に入
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賞となり、予め定められた球払出処理や特定遊技への移行処理などが実行される。なお、
本実施形態では、各有効ラインは、上記バックライトが上記各ラインに沿って点灯するこ
とにより示される。
【０１１９】
　本実施形態において、ビッグボーナス図柄の組合せである「７」図柄や「ＢＡＲ」図柄
が有効ライン上に左・中・右と揃った場合には、ビッグボーナスゲームに突入する。また
、「リプレイ」図柄が有効ライン上に左・中・右と揃った場合には、遊技球の払出しは行
われずリプレイゲームに突入する。
【０１２０】
　更に、小役図柄に関し、「スイカ」図柄が有効ライン上に左・中・右と揃った場合には
７５個の遊技球の払出しが行われ、「ベル」図柄が有効ライン上に左・中・右と揃った場
合には４０個の遊技球の払出しが行われる。また、左リール５１１の「チェリー」図柄が
有効ライン上に停止した場合には１０個の遊技球の払出しが行われる。
【０１２１】
　また、遊技パネルベース５００の背面側には、遊技に関する各種の制御を統括的に管理
する主制御装置５２０と、当該主制御装置５２０に対して従属的に動作するサブ制御装置
５２１とが設置されている。
【０１２２】
　ここで主制御装置５２０及びサブ制御装置５２１について詳しく説明する。主制御装置
５２０は、リールユニット５０２の右側方に固定される取付台５２２に搭載され、サブ制
御装置５２１はリールユニット５０２の上部に固定される取付台５２３に搭載されている
。主制御装置５２０は縦長の向きに配置されると共に、サブ制御装置５２１は前後方向に
やや傾いた状態で横長の向きに配置されている。
【０１２３】
　主制御装置５２０は、主たる制御を司るＣＰＵ、遊技プログラムを記憶したＲＯＭ、遊
技の進行に応じた必要なデータを記憶するＲＡＭ、各種機器との連絡をとるポート、各種
抽選の際に用いられる乱数発生器、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロック
パルス発生回路等を含む主基板を具備しており、この主基板が透明樹脂材料等よりなる基
板ボックス５２６に収容（被包）されて構成されている。
【０１２４】
　基板ボックス５２６は、封印ユニット５２７によって開封不能に封印されている。但し
、主基板５２５には各ケーブルコネクタのコネクタを接続するための端子部が設けられて
おり、該端子部は、基板ボックス５２６から露出状態となっている。かかる端子部の露出
は、他の基板及び基板ボックスについても同様である。
【０１２５】
　また、サブ制御装置５２１は、主制御装置５２０からの指示に従い各種演出制御を司る
ＣＰＵや、各種プログラムを記憶したＲＯＭ、遊技の進行に応じた必要なデータを記憶す
るＲＡＭ、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間
計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等を含むサブ基板を具備
しており、このサブ基板についても当該サブ基板に対応する基板ボックス５３１に収容さ
れて構成されている。
【０１２６】
　また、遊技パネルベース５００の前面側右下部には図示しないカウント表示部及びベッ
ト数表示部が設けられている。カウント表示部は、３桁或いは２桁の７セグメント表示器
によって構成されており、遊技球の投入個数、入賞により獲得した遊技球の個数（獲得賞
球数）等が表示される。ベット数表示部は、複数のＬＥＤランプにより構成され、ベット
数に対応したＬＥＤランプが点灯する。例えば、中央ラインのみが有効化された場合には
、１ベットに対応するＬＥＤランプが点灯する。
【０１２７】
　次に遊技パネルベース５００の下部に設けられた情報表示装置５０３について説明する
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。情報表示装置５０３は、遊技パネルベース５００の下辺部に沿って左右方向略全域に設
けられた略平板状の情報表示パネル５３８を備えるとともに、当該情報表示パネル５３８
を背面側より照らす図示しない冷陰極管（蛍光灯）と、当該冷陰極管を点灯させるための
インバータユニットとを備えている。本実施形態における情報表示パネル５３８は透明樹
脂材料により構成されている。
【０１２８】
　情報表示パネル５３８の前面側には、遊技説明や入賞に係る図柄の組合せ等を記した情
報シール、球使用式回胴遊技機１の型式名を記したシール、製造番号及び製造業者名を記
した証紙などが貼付けられる。
【０１２９】
　そして、前扉３に対しメインユニット４が相対向して配置された状態では、情報表示パ
ネル５３８は上記透視パネル部３７の後方位置に配置されるようになっており、球使用式
回胴遊技機１の前面側から透視パネル部３７を介して、情報表示パネル５３８に貼付けら
れた各種情報が視認可能となる。また、前扉３に対しメインユニット４が相対向して配置
された状態では、上記上皿ユニット７０の天井カバー７６（天板体２１０及び箱体２１２
）が情報表示装置５０３の下方に位置する。
【０１３０】
　また、遊技パネルベース５００の背面側右上コーナー部には、図示しないホールコンピ
ュータなどに情報を送信する外部中継端子板５４７が取着されている。便宜上、図示は省
略するが、外部中継端子板５４７には、各種ケーブルコネクタが接続される外部接続端子
が設けられている。また、裏機構ユニット５の背面側右上コーナー部には、外部中継端子
板５４７に対応して孔部５４８が形成されている。そして、当該孔部５４８を介して、外
部中継端子板５４７に接続されたケーブルコネクタが外部に引き出されている。
【０１３１】
　次に裏機構ユニット５について詳細に説明する。図１９は裏機構ユニット５の背面側の
一部分解斜視図であり、図２０は裏機構ユニット５の正面側の斜視図であり、図２１は裏
機構ユニット５の背面図であり、図２２は後述する払出制御装置５５５等を取外した状態
の背面図である。
【０１３２】
　裏機構ユニット５は合成樹脂材料により略矩形状に一体成形された樹脂ベース５５０を
有している。樹脂ベース５５０は、その略矩形状の外形が上記ベース枠１０の外形と略同
一形状となっている。
【０１３３】
　樹脂ベース５５０のほぼ中央部には、背面側に膨出し前面側が開口した略箱型の保護カ
バー部５５１が設けられている。保護カバー部５５１は、メインユニット４に対応して設
けられており、メインユニット４のほぼ全域を囲む大きさを有している。
【０１３４】
　また、保護カバー部５５１の下方には、下辺部に沿って左右方向略全域に取付台部５５
２が形成されている。この取付台部５５２の背面側には払出制御装置５５５、電源装置５
５６及びカードユニット接続基板５５７が搭載されている。本実施形態では、電源装置５
５６及びカードユニット接続基板５５７が一体となって横並びで設けられているとともに
、電源装置５５６の背面側に払出制御装置５５５が取付けられている。また、払出制御装
置５５５、電源装置５５６及びカードユニット接続基板５５７は、透明樹脂材料等よりな
る基板ボックスにそれぞれ収容されて構成されている。（これら各装置等の構成及び取付
構造については後に詳述することとする）。
【０１３５】
　払出制御装置５５５及び電源装置５５６は制御の中枢をなすＣＰＵや、その他ＲＯＭ、
ＲＡＭ、各種ポート等を含む制御基板を具備しており、払出制御装置５５５の払出制御基
板により、賞品球（賞球）や貸出球（貸球）の払出しが制御される。また、電源装置５５
６の電源基板により、各種制御装置等で要する所定の電源電圧が生成され出力される。カ
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ードユニット接続基板５５７は、球使用式回胴遊技機１前面のカードユニット操作装置７
２及び図示しない球貸装置（カードユニット）に電気的に接続され、遊技者による球貸し
操作の指令を取り込んでそれを払出制御装置５５５に出力する中継基板である。なお、カ
ードユニット操作装置７２及びカードユニットを介さずに球貸装置等から上皿７１に遊技
球が直接貸出される遊技機（現金機）では、カードユニット接続基板５５７を省略するこ
とも可能である。
【０１３６】
　電源装置５５６は、電源スイッチ５６０、リセットスイッチ５６１や設定キースイッチ
５６２（図３７，３９等参照）などを備えている。
【０１３７】
　電源スイッチ５６０は、主制御装置５２０を始めとする各部に電源を供給するための起
動スイッチである。
【０１３８】
　リセットスイッチ５６１は、球使用式回胴遊技機１の各種状態をリセットするためのス
イッチである。球使用式回胴遊技機１は各種データのバックアップ機能を有しており、万
一停電が発生した際でも停電時の状態を保持し、停電からの復旧（復電）の際には停電時
の状態に復帰できるようになっている。従って、例えば遊技ホールの営業が終了する場合
のように通常手順で電源を遮断すると遮断前の状態が記憶保持されるが、リセットスイッ
チ５６１を押しながら電源スイッチ５６０をオンすると、バックアップデータがリセット
されるようになっている。また、電源スイッチ５６０がオンされている状態でリセットス
イッチ５６１を押した場合には、エラー状態がリセットされる。
【０１３９】
　操作手段としての設定キースイッチ５６２は、ホール管理者などが出玉調整を行うため
のものである。すなわち、ホール管理者等が設定キーを設定キースイッチ５６２の挿入部
（操作部）へ挿入して操作することにより、球使用式回胴遊技機１の設定状態（当選確率
設定処理）を「設定１」から「設定６」まで変更できるようになっている。本実施形態で
は、設定キースイッチ５６２の挿入部は、電源装置５５６の側面に開口するようにして設
けられている、裏機構ユニット５の側面側からしか設定キーを挿入できないようになって
いる。つまり、後述するように少なくとも裏機構ユニット５を前扉３から開放しない限り
設定変更が不能となっており、これにより不正防止対策が施されている（この辺りの不正
防止対策についても後に詳述することとする）。また、設定変更操作は、設定キーを設定
キースイッチ５６２の挿入部に挿入し、回動操作した上で、上記スタートレバースイッチ
２６８により行うように構成されている。
【０１４０】
　また、樹脂ベース５５０には、保護カバー部５５１を迂回するようにして払出機構部５
６５が配設されている。
【０１４１】
　払出機構部５６５の最上流部となる樹脂ベース５５０の上部には、上方に開口したタン
ク５７５が設けられている。このタンク５７５には遊技ホールの島設備に設けられた遊技
球供給機構から供給される遊技球が逐次補給される。
【０１４２】
　タンク５７５の下方には、複数の球通路を有し下流側に向けて緩やかに傾斜するタンク
レール５７６が連結され、さらにタンクレール５７６の下流側には縦向きにケースレール
５７７が連結されている。
【０１４３】
　ケースレール５７７の下流側には払出装置５７８が連設され、この払出装置５７８によ
り必要個数の遊技球の払出しが適宜行われる。払出装置５７８から払い出された遊技球は
払出樋５７９を介して遊技球分配部５８０へ導かれる。遊技球分配部５８０は樹脂ベース
５５０に一体形成されている。
【０１４４】
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　また、取付台部５５２には、遊技球分配部５８０に通じる各種球通路が形成されており
、遊技球分配部５８０により振分けられた遊技球が上皿７１、下皿２５３、又は球使用式
回胴遊技機１外部の所定排出部へと導かれる。
【０１４５】
　また、タンク５７５から払出樋５７９に至るまでの払出機構部５６５は何れも導電性を
有する樹脂材料（例えば黒色の導電性ポリカーボネイト樹脂）にて成形され、その一部に
てアースされている。これにより、遊技球の帯電によるノイズの発生が抑制されるように
なっている。
【０１４６】
　ここからタンク５７５等について個々に詳しく説明していく。
【０１４７】
　タンク５７５は、前後方向よりも左右方向に長く、上方に開口した略箱状に構成されて
おり、その内部に遊技球を貯留するように構成されている。
【０１４８】
　タンク５７５の底部には、その左右一側部（本実施形態では球使用式回胴遊技機１の背
面側から見て左側）において、遊技球をタンクレール５７６へ導出するための略矩形状の
導出口５７５ａが形成されており、当該タンク５７５の底部は導出口５７５ａへ向けて下
方傾斜している。
【０１４９】
　タンクレール５７６は、上方に開口した長尺樋状をなすとともに、長手方向（左右方向
）に延びる４列の球通路を有している。
【０１５０】
　ケースレール５７７は、タンクレール５７６の４列の球通路に対応して４列の球通路５
７７ａを備えており、これら球通路５７７ａにより、タンクレール５７６から流下してく
る遊技球を待機（停留）させ、払出装置５７８へと導く。
【０１５１】
　払出装置５７８は、前後に連結された２つの球払出ユニット６００により構成されてい
る。ここで払出装置５７８を構成する２つの球払出ユニット６００について説明する。図
２３は球払出ユニット６００の内部構成を説明するための断面図である。
【０１５２】
　各球払出ユニット６００は略直方体形状をなすハウジング６０１を有している。ハウジ
ング６０１は複数のハウジング構成部材の連結により構成されている。
【０１５３】
　ハウジング６０１内には上下両側に通じる並行した２つの球通路６０７が形成され、各
球通路６０７の側方において停留機構６０８が配設されている。なお、本実施形態では、
球通路６０７は、断面略四角形の筒状に形成されており、一般的な遊技球の直径が約１１
ｍｍであることから、所要の隙間が出来るように球通路６０７の一辺の長さは約１２ｍｍ
に設定されている。
【０１５４】
　各球通路６０７は、ハウジング６０１上面に開口した開口部６１５から緩やかに下方傾
斜した停留通路部６１７と、停留通路部６１７の下流側に連通し略鉛直方向に沿って延び
る払出通路部６１９と、当該払出通路部６１９の途中から分岐し下方傾斜した球抜き通路
部６２１とから構成されている。そして、ハウジング６０１下面において払出通路部６１
９及び球抜き通路部６２１がそれぞれ開口している。
【０１５５】
　各球払出ユニット６００は、各球通路６０７がそれぞれ対応する上記ケースレール５７
７の球通路５７７ａと連通するように配置される。一方、各球払出ユニット６００の下部
においては、払出通路部６１９が払出樋５７９の第１導出通路５７９ａに連通し、球抜き
通路部６２１が払出樋５７９の第２導出通路５７９ｂと連通するようになっている。
【０１５６】
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　各停留機構６０８は停留通路部６１７の下方、払出通路部６１９の側方（図２３の右側
）、球抜き通路部６２１の上方に形成される空間部６３１に配設されている。各停留機構
６０８はそれぞれ独立して駆動するよう構成されている。
【０１５７】
　停留機構６０８は、フリッカー６３３と、これを駆動させるソレノイド６３５と、両者
を連動させるための駆動伝達部材６３７とから構成されている。
【０１５８】
　ソレノイド６３５は、下方に向けて突出するプランジャ６４１を備えている。プランジ
ャ６４１の先端部には、プランジャ６４１と一体的に上下にスライドするプランジャキャ
ップ６４３が取着されている。なお、プランジャ６４１には図示しないコイルばねが取着
されており、通常時つまりソレノイド６３５の非励磁状態においては、プランジャ６４１
が下方へ押下げられている。そして、ソレノイド６３５が励磁状態となると、プランジャ
６４１が上方へ引き上げられる。
【０１５９】
　フリッカー６３３は、支軸６４７により払出通路部６１９近傍において回動自在に軸支
されている。フリッカー６３３は略円弧形状をなし、支軸６４７より上に位置する先端部
は先細りしている。
【０１６０】
　一方、払出通路部６１９の上端部近傍における空間部６３１側の壁部には、開口部６５
１が設けられている。そして、フリッカー６３３が回動することにより、フリッカー６３
３の先端部が開口部６５１を介して払出通路部６１９内外へ出没する。フリッカー６３３
の先端部が払出通路部６１９内へ突出している状態においては遊技球が通過不能となり、
それより上流において遊技球が停留されることとなる。
【０１６１】
　また、フリッカー６３３の下方には、略く字形状をなす上記駆動伝達部材６３７が配設
されている。駆動伝達部材６３７は、支軸６４８により回動自在に軸支されている。駆動
伝達部材６３７の先端部はフリッカー６３３の下部に係合（遊嵌）されており、駆動伝達
部材６３７の動きに連動してフリッカー６３３が回動する。
【０１６２】
　一方、駆動伝達部材６３７の下部には上記プランジャキャップ６４３の端部が差し込ま
れており、プランジャ６４１の上下動に連動して、駆動伝達部材６３７、ひいてはフリッ
カー６３３が回動することとなる。
【０１６３】
　また、ハウジング６０１の側部には、フリッカー６３３の先端部近傍において球検出セ
ンサ６６４が取着されている。球検出センサ６６４は、発光素子と受光素子とからなる透
過型フォトセンサである。ハウジング６０１には、上記球検出センサ６６４の発光素子及
び受光素子に対応して透孔６７７が設けられており、これを介して球検出センサ６６４は
投光又は受光を行う。
【０１６４】
　また、球通路６０７における払出通路部６１９と球抜き通路部６２１との分岐点には切
換え部材６７９が設けられている。より詳しくは、切換え部材６７９は、前後方向を軸心
として回動可能に設けられており、遊技球を払出通路部６１９に沿って流下させる払出通
路開放位置と、遊技球が通過不能なように払出通路部６１９を閉じた状態とするとともに
、遊技球を球抜き通路部６２１へ導き当該球抜き通路部６２１に沿って流下させる球抜き
通路開放位置とに回動変位する。
【０１６５】
　ハウジング６０１の前面側には、切換え部材６７９の切換え操作及び上記停留機構６０
８の停留解除操作を行うための操作レバー６８８が手動操作可能に設けられている。操作
レバー６８８は前後方向を軸心として回動自在となっており、当該操作レバー６８８を回
動操作することにより、切換え部材６７９が連動して回動する。なお、球使用式回胴遊技
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機１の背面側から見て、操作レバー４８８が右寄りの第１操作位置（図２３の二点鎖線で
示す位置）にある場合には、切換え部材６７９が上記払出通路開放位置に位置し、操作レ
バー６８８が左寄りの第２操作位置にある場合には、切換え部材６７９が上記球抜き通路
開放位置に位置する。
【０１６６】
　また、ハウジング６０１内には、各ソレノイド６３５（プランジャ６４１）の下方にお
いて作用伝達部材６９２が配設されている。作用伝達部材６９２は、上記操作レバー６８
８の動作に連動してプランジャ６４１を動かすための部材である。作用伝達部材６９２は
前後方向を軸心として回動可能に構成されている。そして、操作レバー６８８を回動操作
することにより、作用伝達部材６９２が回動するようになっている。より詳しくは、操作
レバー６８８を前記第１操作位置から前記第２操作位置へと回動操作し、作用伝達部材６
９２を回動させることにより、作用伝達部材６９２がプランジャ６４１を押し上げること
となる。その結果、ソレノイド６３５が励磁された場合と同様に、フリッカー６３３の先
端部が払出通路部６１９外へ没した状態となり、遊技球が流下可能な状態となる。
【０１６７】
　また、本実施形態では、２つの球払出ユニット６００の連結時において、球使用式回胴
遊技機１の背面側から見て手前側の球払出ユニット６００の操作レバー６８８と、奥側の
球払出ユニット６００の操作レバー６８８とが連結される構成となっている。これにより
、手前側の球払出ユニット６００の操作レバー６８８を回動操作することにより、奥側の
球払出ユニット６００の操作レバー６８８も回動操作されることとなる。尚、本実施形態
では、球払出ユニット６００の下部及び払出樋５７９を覆うようにしてカバー５９０が設
けられている。
【０１６８】
　ここで、払出装置５７８（球払出ユニット６００）の払出動作及び球抜き動作について
説明する。
【０１６９】
　通常時、各球払出ユニット６００では遊技球の流下を規制する規制状態となっており、
フリッカー６３３の先端部が払出通路部６１９内へ突出した状態となっている。一方、切
換え部材６７９は払出通路開放位置にあり、遊技球が払出通路部６１９に沿って流下可能
な状態となっている。
【０１７０】
　そして、払出制御装置５５５からの払出指令に基づき、ソレノイド６３５が励磁される
と、プランジャ６４１が引き上げられる。これに連動してフリッカー６３３の先端部が払
出通路部６１９外へ没した状態となり、フリッカー６３３により制止されていた遊技球が
払出通路部６１９に沿って流下し、上皿７１や下皿２５３へと導かれる。また、球検出セ
ンサ６６４が所定数の遊技球を検出すると、払出制御装置５５５から停止指令が出て、再
びソレノイド６３５が非励磁状態となり、各停留機構６０８は上記通常時の状態（規制状
態）に戻る。
【０１７１】
　次に、球払出ユニット６００内に停留された遊技球の球抜き作業について説明する。球
抜き作業は、出荷時における検査終了後やエラー発生時（故障時）等に行われる。
【０１７２】
　遊技球を球抜きするためには、まず操作レバー６８８を反時計回り方向へ回動操作する
。この操作レバー６８８の動きに連動して、切換え部材６７９が球抜き通路開放位置へと
反時計回りに回動変位するとともに、作用伝達部材６９２が時計回りに回動変位する。そ
の結果、プランジャ６４１が押し上げられる。そして、ソレノイド６３５が励磁された場
合と同様に、フリッカー６３３の先端部が払出通路部６１９外へ没した状態となると、遊
技球が流下可能な状態となる。フリッカー６３３により制止されていた遊技球は、払出通
路部６１９に沿って流下し、切換え部材６７９によって球抜き通路部６２１へ導かれ、当
該球抜き通路部６２１及び第２導出通路５７９ｂを介して後述する第１排出通路５８１ｃ
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へ、ひいては遊技ホールの島設備の所定の排出部などへと導かれる。
【０１７３】
　また、ハウジング６０１の側部には、球検出センサ６６４の下方において払出中継基板
Ｗ１が設けられている。払出中継基板Ｗ１は、球検出センサ６６４とコネクタＷ１ａを介
して電気的に接続され、ソレノイド６３５とコネクタＷ１ｂを介して電気的に接続され、
払出制御装置５５５とコネクタＷ１ｃを介して電気的に接続されている。但し、便宜上、
図面において電気配線は省略されている。これにより、球払出ユニット６００（ソレノイ
ド６３５）が払出制御装置５５５からの出力信号に基づいて駆動制御されるとともに、払
出制御装置５５５が球検出センサ６６４からの入力信号に基づいて払出個数を計数するよ
うに構成されている。
【０１７４】
　次に払出樋５７９、遊技球分配部５８０、及び取付台部５５２に形成された各種球通路
について詳しく説明する。上述したように払出樋５７９は、払出装置５７８（球払出ユニ
ット６００）の払出通路部６１９と連通する第１導出通路５７９ａと、払出装置５７８の
球抜き通路部６２１と連通する第２導出通路５７９ｂとを備えている。
【０１７５】
　一方、樹脂ベース５５０の取付台部５５２には、遊技球分配部５８０を介して、第１導
出通路５７９ａと連通する第１払出通路５８１ａ及び第２払出通路５８１ｂが設けられて
いる。第１払出通路５８１ａの他端は上皿７１の受口部８１と連通し、第２払出通路５８
１ｂの他端は、下皿２５３の排出口２５７と連通している。さらに、取付台部５５２には
、遊技球分配部５８０を介して、第２導出通路５７９ｂと連通する第１排出通路５８１ｃ
が設けられており、当該第１排出通路５８１ｃの他端は遊技ホールの島設備の所定排出部
などと連通している。これにより、球払出ユニット６００の払出通路部６１９から導出さ
れる遊技球は上皿７１や下皿２５３へと導かれ、球抜き通路部６２１から導出される遊技
球は遊技ホールの島設備の所定排出部へと導かれる。
【０１７６】
　この他、取付台部５５２には、上記取込装置３００により取り込まれた遊技球を島設備
の所定排出部などへ導くため、上記前扉３側の排出通路２８５に連通する図示しない第２
排出通路が設けられている。
【０１７７】
　次にメインユニット４及び裏機構ユニット５の前扉３（ベース枠１０）に対する組付構
成について詳細に説明する。これら両ユニット４，５は、ユニット単位で何ら工具等を用
いずにベース枠１０の背面側に着脱できるよう構成されるとともに、ベース枠１０の背面
に対し個別に開閉可能に構成されている。これは、メインユニット４だけを交換すること
で球使用式回胴遊技機１本体を再利用することを主たる目的としている。
【０１７８】
　図１８に示すようにメインユニット４（遊技パネルベース５００）の左側部には上下一
対の支軸５４１が設けられており、この支軸５４１を図８等に示す上下一対の支持孔部５
４２に上方から挿通させることで、メインユニット４がベース枠１０に対して開閉可能に
支持される。
【０１７９】
　また、図２０等に示すように裏機構ユニット５（樹脂ベース５５０）の左側部には上下
一対の支軸５４３が設けられており、この支軸５４３を図８等に示す上下一対の支持孔部
５４４に上方から挿通させることで、裏機構ユニット５がベース枠１０に対して開閉可能
に支持される。
【０１８０】
　また、メインユニット４（遊技パネルベース５００）の右側部には上下一対の係止レバ
ー５４５が設けられている。これに対し、裏機構ユニット５（樹脂ベース５５０）の右側
部には上下一対の係止片５４６が設けられている。係止レバー５４５は手動で回動操作で
きるように構成されており、この係止レバー５４５を係止片５４６へ係止させることによ
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り、メインユニット４が裏機構ユニット５に係止される。この状態では両者が一体にベー
ス枠１０に対し開閉可能となる。また、係止レバー５４５を操作することにより係止解除
できる。
【０１８１】
　さらに、メインユニット４を裏機構ユニット５に係止させた状態では、メインユニット
４の背面側が裏機構ユニット５により覆われた状態となり、主制御装置５２０及びサブ制
御装置５２１が遊技パネルベース５００と樹脂ベース５５０とにより包まれた状態となる
。
【０１８２】
　次に、前扉３の施錠機構及び裏機構ユニット５の施錠機構について説明する。本実施形
態では、前扉３は固定枠たる外枠２に対し施錠され、裏機構ユニット５は前扉３に対し施
錠される。従って、前扉３は本実施形態における前側ユニット体を構成し、裏機構ユニッ
ト５は最後方ユニット体を構成する。本実施形態における両施錠機構は、前扉３の背面側
に設けられた単一の施錠装置９００によって具現化されている。ここで、図２５は、施錠
装置９００の背面図であり、図２６は右側面図、図２７は左側面図、図２８は正面図であ
る。また、図２９は、背面側から見た施錠装置９００の分解図であり、図３０は、側面側
から見た施錠装置９００の分解図である。
【０１８３】
　後述するように施錠装置９００は、前扉３の前面側に露出するシリンダ錠９３０（図１
等参照）を備えており、該シリンダ錠９３０の鍵穴９３２に鍵Ｋを挿入し、一方に回動操
作することで前扉３を解錠でき、他方に回動操作することで裏機構ユニット５を解錠でき
るようになっている。
【０１８４】
　施錠装置９００は、ベース枠１０の背面側において右辺部１０ｄに沿って取付けられて
いる。
【０１８５】
　施錠装置９００の外郭を構成する縦長の基枠９０１は、右辺部１０ｄの背面部に固定さ
れる取付部としての取付板９０２と、当該取付板９０２のベース枠１０内方側（窓孔２８
１側）の端縁から後方へ突出した支持部としての支持板９０３とを備えており、これらが
一体となって横断面略Ｌ字状をなしている。なお、施錠装置９００を構成する基枠９０１
、後述する第１摺動杆９０４や鉤部材９０５，９０６などの主な部材は、金属平板をプレ
ス成形等することにより形成されている。
【０１８６】
　ここで、まず前扉３の施錠機構に関連する部分について説明する。支持板９０３のベー
ス枠１０外方側（図２５左側）には、前扉３の施錠機構の主要構成部となる第１摺動杆９
０４及び上下一対の鉤部材９０５，９０６が配設されている。第１摺動杆９０４は、長尺
状をなし、支持板９０３に沿って上下方向に摺動可能に配設されている。
【０１８７】
　鉤部材９０５，９０６は、軸ピン９０７により支持板９０３のベース枠１０外方側にて
回動可能に軸支されている。なお、第１摺動杆９０４は、図２６に示すように、ベース枠
１０外方側から鉤部材９０５，９０６の前端部近傍（図２６左側）に重畳するように支持
板９０３に配設されており、当該重畳部分において、第１摺動杆９０４と鉤部材９０５，
９０６とが軸ピン９０９を介して係合されている。これにより、第１摺動杆９０４の上下
方向の摺動変位に連動して、鉤部材９０５，９０６が回動変位する。
【０１８８】
　鉤部材９０５，９０６は、その上部に係止凹部９０５ａ，９０６ａが形成されるととも
に、その後部（図２６右側）が支持板９０３より後方へ突出している。これにより、鉤部
材９０５，９０６は、支持板９０３より後方へ突出した部分が鉤状となっており、当該突
出部分が係止部（係止爪）として機能する。
【０１８９】
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　これに対し、外枠２の右辺部（右の縦板）内側には、鉤部材９０５，９０６が係止され
る第１被係止部としての上下一対の受け金具（爪馬）７９２が設けられている（図５、図
３４参照）。
【０１９０】
　また、鉤部材９０５，９０６における係止凹部９０５ａ，９０６ａより後端側、すなわ
ち鉤部材９０５，９０６の頭部は、その後端縁部が上下方向に沿って略直線状に形成され
るとともに、その上縁部が略水平方向に沿って略直線状に形成されている。
【０１９１】
　なお、取付板９０２には、上下２箇所において、第１摺動杆９０４のベース枠１０外方
側への動きを規制する規制突起９０２ａが設けられている。規制突起９０２ａは、第１摺
動杆９０４の取付状態の安定性を高める機能とともに、第１摺動杆９０４の摺動動作の安
定性を高めるガイド部としての機能を備えている。従って、第１摺動杆９０４は、取付板
９０２の規制突起９０２ａや支持板９０３の支持突部９０３ａにより左右方向（図２５左
右方向）への動きを規制され、かつ、鉤部材９０５，９０６との係合により前後方向（図
２６左右方向）への動きを規制されつつ、上下方向へ摺動できるようになっている。
【０１９２】
　次に裏機構ユニット５の施錠機構について説明する。支持板９０３のベース枠１０内方
側（図２５右側）には、裏機構ユニット５の施錠機構の主要構成部となる第２摺動杆９１
０が配設されている。
【０１９３】
　第２摺動杆９１０は、長尺状をなし、支持板９０３に沿って上下方向に摺動可能に配設
されている。第２摺動杆９１０の上部、中部及び下部には、それぞれガイド孔９１１が設
けられている。ガイド孔９１１は、上下方向に長い長円状をなす。当該ガイド孔９１１を
通してガイドピン９１２が支持板９０３に対し固定されている。これにより、第２摺動杆
９１０は、前後方向及び左右方向への動きを規制されつつ、上下方向へ摺動できるように
なっている。
【０１９４】
　また、支持板９０３の後端縁部にはベース枠１０内方側に向け突出したフランジ部９１
３が形成されている。当該フランジ部９１３には、ベース枠１０内方側の端縁部において
、上下一対の係合突部９１５，９１６が後方に向け突出形成されている。
【０１９５】
　係合突部９１５，９１６に対応して、第２摺動杆９１０の上下端部には、裏機構ユニッ
ト５施錠用の裏機構鉤部９１７，９１８が一体形成されている。裏機構鉤部９１７，９１
８は、その上部に係止凹部９１７ａ，９１８ａが形成されるとともに、その後部がフラン
ジ部９１３より後方へ突出している。これにより、裏機構鉤部９１７，９１８は、フラン
ジ部９１３より後方へ突出した部分が鉤状となっており、当該突出部分が係止部（係止爪
）として機能する。なお、裏機構鉤部９１７，９１８は、係合突部９１５，９１６と略当
接状態となるように、フランジ部９１３の幅分を考慮し、その付根部において第２摺動杆
９１０の本体部と段差をもって形成されている。
【０１９６】
　これに対し、裏機構ユニット５（樹脂ベース５５０）の右側部には係合突部９１５，９
１６及び裏機構鉤部９１７，９１８が挿入される上下一対の鉤受部７９１が形成されてい
る（図２０等参照）。この鉤受部７９１内には裏機構鉤部９１７，９１８が係止される受
け金具（爪馬）７９３が設けられている。
【０１９７】
　また、裏機構鉤部９１７，９１８における係止凹部９１７ａ，９１８ａより後端側、す
なわち裏機構鉤部９１７，９１８の頭部は、その後端縁部が上下方向に沿って略直線状に
形成されるとともに、その上縁部が略水平方向に沿って略直線状に形成されている。そし
て、裏機構鉤部９１７，９１８は、通常時、その大部分が係合突部９１５，９１６に重畳
し、その頭部上端が係合突部９１５，９１６より上方へ突出している。
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【０１９８】
　さて、第１摺動杆９０４及び第２摺動杆９１０は、弾性手段としてのコイルばねＣ１に
より、それぞれ下方又は上方へ付勢されている。そして、後述するシリンダ錠９３０が操
作された場合には、コイルばねＣ１の引張力に抗して、第１摺動杆９０４が上方へ、又は
第２摺動杆９１０が下方へ摺動変位する。
【０１９９】
　より詳しくは、第１摺動杆９０４の後端縁部には、後述するシリンダ錠９３０よりやや
上方位置において、後方に向け延出した延出部９２０が形成されている。また、シリンダ
錠９３０とほぼ同一高さ位置において、支持板９０３には上下方向に延びる長孔９２１が
形成されている。そして、第１摺動杆９０４の延出部９２０に設けられたフック部９２３
にコイルばねＣ１の一端が掛けられるとともに、他端が、長孔９２１を介して支持板９０
３のベース枠１０外方側に露出した第２摺動杆９１０のフック部９２４に掛けられている
。
【０２００】
　通常時、第１摺動杆９０４は、コイルばねＣ１の引張力によって、図２６に示すような
基準位置において保持されている。この状態では、第１摺動杆９０４に係合された鉤部材
９０５，９０６は、その前端部が下方に引っ張られ、支持板９０３に設けられた下規制突
起９２５，９２６（図３０参照）に当接することにより略水平状態に維持されている。な
お、下規制突起９２５，９２６によって鉤部材９０５，９０６の動きが規制されることに
より、第１摺動杆９０４の下方への動作も規制された状態となっている。
【０２０１】
　そして、第１摺動杆９０４が上方へ摺動する場合には、これに連動して鉤部材９０５，
９０６が回動変位する。但し、鉤部材９０５，９０６は、支持板９０３に設けられた上規
制突起９２７，９２８（図３０参照）に当接することにより、それ以上の回動が規制され
る。この状態では、鉤部材９０５，９０６は、その前端側が上に、後端側が下となるよう
傾いた状態となる。
【０２０２】
　従って、鉤部材９０５，９０６の回動変位範囲のうち、鉤部材９０５，９０６が下規制
突起９２５，９２６に当接する位置が、鉤部材９０５，９０６が受け金具７９２（図３４
参照）に係止される係止位置（基準位置）に相当する。これに対し、鉤部材９０５，９０
６が上規制突起９２７，９２８に当接する位置が、鉤部材９０５，９０６が受け金具７９
２から離脱する非係止位置に相当する。
【０２０３】
　一方、第２摺動杆９１０は、通常時、ガイド孔９１１の下縁部がガイドピン９１２に付
勢される位置において上方への動作が抑えられた状態で保持されている。つまり、この位
置が第２摺動杆９１０の基準位置となる。この状態では、上述したように裏機構鉤部９１
７，９１８の上端部が係合突部９１５，９１６より上方に突出した状態となっている。
【０２０４】
　そして、第２摺動杆９１０が下方へ摺動した場合には、裏機構鉤部９１７，９１８の上
端部が係合突部９１５，９１６より下方に没した状態となる。
【０２０５】
　従って、裏機構鉤部９１７，９１８の摺動範囲のうち、第２摺動杆９１０のガイド孔９
１１の下縁部がガイドピン９１２に当接する位置が裏機構鉤部９１７，９１８の係止位置
（基準位置）に相当する。これに対し、第２摺動杆９１０のガイド孔９１１の上縁部がガ
イドピン９１２に当接する位置が裏機構鉤部９１７，９１８の非係止位置に相当する。
【０２０６】
　さて、取付板９０２には、錠部材としてのシリンダ錠９３０が取付けられており、その
前面側は前扉３の前面側に露出している。図３１に示すように、シリンダ錠９３０は、略
筒状をなすシリンダ本体９３１と、シリンダ本体９３１内部に設けられ、内部に鍵穴９３
２を有してなる錠軸９３３と、シリンダ本体９３１の外周に設けられた外筒９３４とを備
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えている。シリンダ錠９３０は、取付板９０２の取付孔９０２ｂに対しシリンダ本体９３
１を挿通した状態で、フランジ部９３５を取付板９０２の背面側にネジ止めすることによ
り固定されている。
【０２０７】
　シリンダ本体９３１には、該シリンダ本体９３１の内外を連通する上下８つずつ、合計
１６個の透孔９３６が形成されている。これに対応して、錠軸９３３にも、各透孔９３６
と連通する１６個の透孔９３８が形成されている。かかる透孔９３８の鍵穴９３２側は、
後述するピン９４４等の収容部材が鍵穴９３２内に脱落しないように他の部位よりも小径
に形成されている。
【０２０８】
　各透孔９３６内には、それぞれバネ９３９が収容されている。バネ９３９の一端は前記
外筒９３４に当接し、他端には台座９４１が連結されている。また、各透孔９３８内には
、前記台座９４１に支持されるようにして、複数のスペーサ９４２，９４３及びピン９４
４が収容されている。そして、これらピン９４４、スペーサ９４２，９４３、台座９４１
は、バネ９３９の伸縮によって各透孔９３６，９３８内を上下動可能となっている。この
うち、ピン９４４は、前記透孔９３８の鍵穴９３２側の小径部を介して鍵穴９３２内に出
没可能となっている。
【０２０９】
　上記構成により、鍵穴９３２内への鍵Ｋの挿入時には、当該鍵Ｋの上下両側の凹凸形状
に沿って各ピン９４４等が上下動する。そして、鍵Ｋの挿入完了状態にあっては、図３２
に示すように各ピン９４４がそれぞれ鍵Ｋの溝に入り込んだ状態となり、ピン９４４の基
端面、又は、スペーサ９４２若しくは９４３の一方の端面と、錠軸９３３の外周面とが面
一になる。これにより、鍵Ｋの挿入完了状態にあっては、鍵Ｋの回動操作に伴って錠軸９
３３が回動可能となる。つまり、このシリンダ錠９３０は、少なくとも鍵穴９３２に鍵Ｋ
を挿し込まない限り錠軸９３３を回動させることができない内部構造となっている。
【０２１０】
　また、錠軸９３３の後端部には、鍵穴９３２に挿入された鍵Ｋの回動動作を第１摺動杆
９０４又は第２摺動杆９１０に伝達する係合部材としてのカム板９４５が固定されている
。
【０２１１】
　カム板９４５は、図３３に示すように上下一対の上係合爪９４５ａ及び下係合爪９４５
ｂを備えている。これらの係合爪９４５ａ，９４５ｂは、カム板９４５の回動方向に所定
間隔を置いて形成されるとともに、前後方向にずれて形成されている。より詳しくは、上
係合爪９４５ａが下係合爪９４５ｂよりも後方に位置している（図２６等参照）。
【０２１２】
　これに合わせて、第１摺動杆９０４には、上係合爪９４５ａが出入可能な上係合孔９４
７と、下係合爪９４５ｂが出入可能な下係合孔９４８とが形成されている。また、支持板
９０３には、両係合爪９４５ａ，９４５ｂが出入可能な透孔９５０が形成されている。さ
らに、第２摺動杆９１０には、その前端縁部において、上係合爪９４５ａが係合可能な係
合凹部９５１が形成されている。また、その下方位置には、下係合爪９４５ｂの動作を妨
げないように切欠き部９５２が形成されている。
【０２１３】
　なお、第１摺動杆９０４側では、上方に位置する上係合孔９４７の上下方向の形成区間
が、下方に位置する下係合孔９４８の形成区間よりも比較的長めに設定されている。これ
に対し、第２摺動杆９１０側では、下方に位置する切欠き部９５２の上下方向の形成区間
が、上方に位置する係合凹部９５１の形成区間よりも比較的長めに設定されている。これ
は、後述するように第１摺動杆９０４又は第２摺動杆９１０の一方をカム板９４５が摺動
させる際に、上係合爪９４５ａ又は下係合爪９４５ｂを他方に接触させないようにして、
他方を摺動させないようにするためである。
【０２１４】
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　上記構成のもと、図３３（ａ）に示すように、錠軸９３３及びカム板９４５が基準位置
にある場合には、上係合爪９４５ａが第１摺動杆９０４の上係合孔９４７及び第２摺動杆
９１０の係合凹部９５１に挿通状態となっている。一方、下係合爪９４５ｂは、第１摺動
杆９０４の下係合孔９４８に挿通状態となるとともに、第２摺動杆９１０の切欠き部９５
２の前方に位置している。
【０２１５】
　上述したように、本実施形態のシリンダ錠９３０は、鍵穴９３２に鍵Ｋの挿入がない場
合には錠軸９３３及びカム板９４５を回動させることができない状態（ロック状態）とな
るため、カム板９４５が基準位置にある場合には、係合爪９４５ａ，９４５ｂにより第１
摺動杆９０４及び第２摺動杆９１０の摺動が規制されることとなる。例えば、仮に鍵Ｋを
用いずに、基準位置にある第１摺動杆９０４に対し線材等を不正に引っ掛けて、当該第１
摺動杆９０４に対し解錠方向への外力がかけられた場合には、下係合爪９４５ｂが第１摺
動杆９０４の下係合孔９４８の下縁部に引っ掛かり、第１摺動杆９０４の解錠方向への摺
動変位が、下係合孔９４８の遊び長を除き実質的に規制される。
【０２１６】
　また、施錠装置９００には、シリンダ錠９３０の背面側を覆うカバー部材としての施錠
カバー９５５がネジ等の固定手段により取付固定されている。但し、図２５～図２８にお
いては、便宜上、施錠カバー９５５の図示を省略している。そして、当該施錠カバー９５
５によって、カム板９４５及びこれと第１摺動杆９０４との係合部が覆われている。
【０２１７】
　さらに本実施形態では、鍵Ｋを用いずに前扉３を無理に閉じようとした場合に、鉤部材
９０５，９０６が受け金具７９２に衝突して、当該鉤部材９０５，９０６や受け金具７９
２が変形や破損してしまうのを防止するために、合成樹脂材料により形成された保護部材
９６０が上下２箇所に設けられている。
【０２１８】
　図３５に示すように、保護部材９６０は、その本体部９６１が略直方体形状に形成され
ており、その上端部近傍にてネジ９６２により取付板９０２に対し軸支されている。これ
により、保護部材９６０は、下端側が自由端となって回動可能となっている。
【０２１９】
　また、保護部材９６０の回動軸には、ねじりバネ（つるまきバネ）９６３が組付けられ
ている。ねじりバネ９６３は、その一端が保護部材９６０に固定され、他端が取付板９０
２のベース枠１０外方側の端縁部に沿って形成されたフランジ部９６４に当接している。
これにより、保護部材９６０は、通常時（保護部材９６０に外力が加わっていない状態）
には、ねじりバネ９６３の弾性力により、下端部が取付板９０２からベース枠１０外方側
へ突出した状態となる〔図３５（ａ）参照〕。
【０２２０】
　本体部９６１の支持板９０３側には、上下一対の係合片９６５，９６６が突出形成され
ている。下係合片９６６の突出長は、上係合片９６５の突出長よりも長く設定されている
。
【０２２１】
　係合片９６５，９６６に対応して、第１摺動杆９０４には、係合片９６５，９６６が出
入可能な一対の係合孔９６７，９６８が形成されている。また、支持板９０３には、第１
摺動杆９０４の下係合孔９６８を介して、下係合片９６６が出入可能な係合孔９７１が形
成されている。また、第２摺動杆９１０には、支持板９０３の係合孔９７１を介して、下
係合片９６６が出入可能な係合凹部９７２が形成されている。
【０２２２】
　保護部材９６０の上係合片９６５は、常時、第１摺動杆９０４の上係合孔９６７に挿通
状態にある。これに対し、下係合片９６６は、通常時、図３５（ａ）に示すように、第１
摺動杆９０４の下係合孔９６８には挿通されつつも、支持板９０３の係合孔９７１及び第
２摺動杆９１０の係合凹部９７２からは抜け出た状態となる。そして、図３５（ｂ）に示
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すように、保護部材９６０が回動することにより、保護部材９６０の下係合片９６６は、
第１摺動杆９０４の下係合孔９６８を介して、支持板９０３の係合孔９７１及び第２摺動
杆９１０の係合凹部９７２に挿通した状態となる。
【０２２３】
　また、保護部材９６０の本体部９６１には、ベース枠１０外方側の下部及びベース枠１
０内方側の上部において、それぞれコーナー部を面取りしたような下部テーパ部９７５及
び上部テーパ部９７６が形成されている。両テーパ部９７５，９７６は略平行に形成され
ている。そして、図３５（ａ）に示すように、通常時には、上部テーパ部９７６が第１摺
動杆９０４に面接触した状態で当接し、下部テーパ部９７５はフランジ部９６４に略平行
状態で取付板９０２の外方に位置している。
【０２２４】
　また、本実施形態における保護部材９６０の厚み（前後幅）は、後述するように当該保
護部材９６０が外枠２と前扉３との間に挟まった際、鉤部材９０５，９０６と受け金具７
９２とが接触しない厚みに設定されている。
【０２２５】
　次に、施錠装置９００の作用について詳しく説明する。先ず前扉３の施錠及び解錠につ
いて詳しく説明する。前扉３の施錠状態においては、図３６（ａ）に示すように、第１摺
動杆９０４が基準位置をとることにより、鉤部材９０５，９０６が外枠２の受け金具７９
２の背面側にて係止され、前扉３の開放が規制されている。
【０２２６】
　前扉３が外枠２に施錠された状態では、保護部材９６０が外枠２の内周面に押えられて
いるため、当該保護部材９６０は、上述したように下係合片９６６が第１摺動杆９０４の
下係合孔９６８を介して、支持板９０３の係合孔９７１及び第２摺動杆９１０の係合凹部
９７２に挿通された状態となっている〔図３５（ｂ）参照〕。これにより、前扉３の施錠
時においては第２摺動杆９１０の下方摺動が規制された状態となる。つまり、前扉３が外
枠２に施錠された状態では、カム板９４５を球使用式回胴遊技機１の正面側から見て反時
計回り方向に回動させるキー操作を行うことができず、後述するような前扉３に対する裏
機構ユニット５の解錠を行えない構成となっている。
【０２２７】
　そして、前扉３を解錠する際には、シリンダ錠９３０の鍵穴９３２に鍵Ｋを挿入し、球
使用式回胴遊技機１の正面側（図１参照）から見て時計回り方向に回動させる。これによ
り、カム板９４５が同方向に回動して、下係合爪９４５ｂが第１摺動杆９０４の下係合孔
９４８の上縁部に接触する〔図３３（ｂ）参照〕。但し、図３３は、球使用式回胴遊技機
１の背面側から見た図であるため、カム板９４５の回動方向は反時計回り方向となってい
る。
【０２２８】
　その後、さらにカム板９４５を回動させていくに従って、下係合爪９４５ｂがコイルば
ねＣ１の引張力に抗して第１摺動杆９０４を上方へ押し上げていく。同時に、上係合爪９
４５ａは第１摺動杆９０４及び第２摺動杆９１０に作用を及ぼすことなく、第１摺動杆９
０４の上係合孔９４７、支持板９０３の透孔９５０及び第２摺動杆９１０の係合凹部９５
１から抜け出した状態となる。この際、下係合爪９４５ｂが前方に位置する第２摺動杆９
１０の切欠き部９５２には、下係合爪９４５ｂが上方へ変位するスペースが確保されてい
るため、第１摺動杆９０４を押し上げていく過程において、下係合爪９４５ｂが第２摺動
杆９１０に当接せず、その動作が妨げられないようになっている。
【０２２９】
　第１摺動杆９０４が上方へ摺動すると、図３６（ｂ）に示すように、鉤部材９０５，９
０６が回動し、外枠２側の受け金具７９２との係合が解除される。これにより、前扉３が
解錠され、前扉３の開放が許容される。
【０２３０】
　また、前扉３が開放された時点で、鍵Ｋを操作する手の力を緩めると、コイルばねＣ１
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の引張力により、第１摺動杆９０４は下方へ引き下げられ、基準位置に復帰する。これに
伴い、カム板９４５及び錠軸９３３も基準位置に復帰する。
【０２３１】
　前扉３が開放された場合、保護部材９６０は、ねじりバネ９６３の弾性力により、下端
部が取付板９０２からベース枠１０外方側、すなわち前扉３の周縁部（ベース枠１０の右
辺部１０ｄ）よりも外方へ突出した状態となる〔図３等参照〕。この位置が本実施形態に
おける保護部材９６０の第１位置（外位置）に相当する。
【０２３２】
　上述したように、本実施形態では、シリンダ錠９３０の鍵穴９３２に鍵Ｋが挿入されて
いない場合には、第１摺動杆９０４の摺動が規制されるため、開状態にある前扉３を施錠
する際には、鍵Ｋを用いなければ施錠を行うことができない。
【０２３３】
　従って、開状態にある前扉３を施錠する際には、鍵Ｋを用いてシリンダ錠９３０を操作
し、鉤部材９０５，９０６を非係止位置、すなわち外枠２側の受け金具７９２によって妨
げられない位置に変位させた状態で前扉３を閉じていき、鉤部材９０５，９０６の頭部が
受け金具７９２を越えて前扉３を完全に閉じた状態とした上で、鉤部材９０５，９０６を
係止位置へ戻すといった方法がとられる。
【０２３４】
　この際、第１摺動杆９０４が上方へ摺動することにより、保護部材９６０は、その上係
合片９６５が第１摺動杆９０４の上係合孔９６７の下縁部によって上方へ押し上げられる
ことで回動し、図３５（ｂ）に示すように取付板９０２の内側に収容された状態となる。
従って、前扉３を閉じていく際に、保護部材９６０が邪魔にならない構成となっている。
この位置が本実施形態における保護部材９６０の第２位置（内位置）に相当する。
【０２３５】
　これに対し、仮に鍵Ｋを用いずに開状態にある前扉３を閉じようとした場合には、前扉
３を閉じていく過程で、保護部材９６０が前扉３と外枠２との間に挟まった状態となり、
前扉３を完全な閉状態とすることはできない。
【０２３６】
　次に裏機構ユニット５の施錠及び解錠について詳しく説明する。裏機構ユニット５の施
錠状態においては、図３６（ａ），（ｂ）に示すように、第２摺動杆９１０が基準位置を
とることにより、裏機構鉤部９１７，９１８が裏機構ユニット５側の受け金具７９３の背
面側にて係止され、裏機構ユニット５の開放が規制されている。
【０２３７】
　そして、裏機構ユニット５を解錠する際には、前扉３を開放した状態で、シリンダ錠９
３０の鍵穴９３２に鍵Ｋを挿入し、球使用式回胴遊技機１の正面側から見て反時計回り方
向に回動させる。これにより、カム板９４５が同方向に回動して、上係合爪９４５ａが第
２摺動杆９１０の係合凹部９５１の下縁部に接触する〔図３３（ｃ）参照〕。但し、図３
３は、球使用式回胴遊技機１の背面側から見た図であるため、カム板９４５の回動方向は
時計回り方向となっている。
【０２３８】
　その後、さらにカム板９４５を回動させていくに従って、上係合爪９４５ａがコイルば
ねＣ１の引張力に抗して第２摺動杆９１０を下方へ押し下げていく。同時に、下係合爪９
４５ｂは第１摺動杆９０４及び第２摺動杆９１０に作用を及ぼすことなく、第１摺動杆９
０４の下係合孔９４８、支持板９０３の透孔９５０及び第２摺動杆９１０の切欠き部９５
２の前方位置から抜け出した状態となる。この際、上係合爪９４５ａが挿通された第１摺
動杆９０４の上係合孔９４７の下部には、上係合爪９４５ａが下方へ変位するスペースが
確保されているため、第２摺動杆９１０を押し下げていく過程において、上係合爪９４５
ａが第１摺動杆９０４に当接せず、その動作が妨げられないようになっている。
【０２３９】
　第２摺動杆９１０が下方へ摺動すると、図３６（ｃ）に示すように、裏機構鉤部９１７
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，９１８と裏機構ユニット５側の受け金具７９３との係合が解除され、裏機構ユニット５
の開放が許容される。また、裏機構ユニット５が開放された時点で、鍵Ｋを操作する手の
力を緩めると、コイルばねＣ１の引張力により、第２摺動杆９１０は上方へ引き上げられ
、基準位置に復帰する。これに伴い、カム板９４５及び錠軸９３３も基準位置に復帰する
。
【０２４０】
　また、開状態にある裏機構ユニット５を施錠する際には、前扉３の場合と同様に、鍵Ｋ
による施錠操作を要する。仮に鍵Ｋを用いずに開状態にある裏機構ユニット５を閉じた場
合には、裏機構鉤部９１７，９１８の先端側縦縁部（後端縁部）と受け金具７９３の前面
部とが面接触するようにぶつかることとなる。従って、第２摺動杆９１０は下方へ摺動せ
ず、裏機構ユニット５を閉状態とすることはできない。なお、裏機構鉤部９１７，９１８
は、第２摺動杆９１０に一体形成されているため、受け金具７９３に衝突した場合でも、
鉤部材９０５，９０６のような構成に比べ変形等は発生しにくい。
【０２４１】
　次に球使用式回胴遊技機１の電気的構成について詳しく説明する。図２４は、球使用式
回胴遊技機１の電気的構造を示したブロック図である。但し、便宜上、各種中継基板につ
いては図示を省略している。
【０２４２】
　球使用式回胴遊技機１の主制御装置５２０には、演算装置である１チップマイコンとし
てのＣＰＵ８０１が搭載されている。ＣＰＵ８０１には、該ＣＰＵ８０１により実行され
る各種の制御プログラムや固定値データを記憶したＲＯＭ８０２と、そのＲＯＭ８０２内
に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメ
モリであるＲＡＭ８０３と、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が
内蔵されている。
【０２４３】
　ＲＡＭ８０３は、球使用式回胴遊技機１の電源のオフ後においても電源装置５５６から
バックアップ電圧が供給されてデータが保持（バックアップ）できる構成となっており、
ＲＡＭ８０３には、各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリやエリアの他に、バ
ックアップエリア８０３ａが設けられている。
【０２４４】
　バックアップエリア８０３ａは、停電などの発生により電源が切断された場合において
、電源の再入時に球使用式回胴遊技機１の状態を電源切断前の状態に復帰させるべく、電
源切断時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタ、Ｉ／Ｏ等
の値を記憶しておくためのエリアである。バックアップエリア８０３ａへの書き込みは、
所定の停電時処理によって電源切断時に実行され、逆にバックアップエリア８０３ａに書
き込まれた各値の復帰は、電源入時（停電解消による電源入を含む。以下同様）の所定の
復電時処理において実行される。なお、ＣＰＵ８０１のＮＭＩ端子（ノンマスカブル割込
端子）には、停電等の発生による電源断時に、後述する停電監視回路８４２から出力され
る停電信号ＳＫ１が入力されるように構成されており、停電の発生により、停電時処理が
即座に実行される。
【０２４５】
　かかるＲＯＭ８０２及びＲＡＭ８０３を内蔵したＣＰＵ８０１には、アドレスパス及び
データパスで構成されるバスライン８０４を介して入出力ポート８０５が接続されている
。
【０２４６】
　入出力ポート８０５には、後述するリセットスイッチ回路８４３、設定キー回路８４４
、払出制御装置５５５、スタートレバースイッチ２６８、ストップボタンスイッチ２７１
，２７２，２７３、マックスベットスイッチ７５、シングルベットスイッチ７７、取込装
置３００をはじめ、カウント表示部、ベット数表示部、有効ライン表示部や、その他図示
しない電気機器などが接続されている。
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【０２４７】
　サブ制御装置５２１は、ランプやスピーカ等を制御するための制御装置であり、演算装
置であるＣＰＵ８５１、該ＣＰＵ８５１により実行される各種の制御プログラムや固定値
データを記憶したＲＯＭ８５２、該ＲＯＭ８５２内に記憶される制御プログラムの実行に
際して各種のデータ等を一時的に記憶するメモリであるＲＡＭ８５３、入出力ポート８５
４、バスライン８５５を備えるとともに、その他にも図示しない割込回路やタイマ回路、
データ送受信回路などの各種回路等を備えている。ＲＡＭ８５３は、ＣＰＵ８５１による
各種プログラムの実行時に使用されるワークデータやフラグを一時的に記憶するメモリで
ある。
【０２４８】
　入出力ポート８５４には、バスライン８５５を介してＣＰＵ８５１、ＲＯＭ８５２、Ｒ
ＡＭ８５３が接続されるとともに、液晶表示装置５０１、スピーカ５０，５１、演出スイ
ッチ２７７、各ランプ表示部等が接続されている。
【０２４９】
　サブ制御装置５２１のＣＰＵ８５１は、例えば主制御装置５２０から送信される指令信
号に基づいて種々の演出を実行する。例えば、液晶表示装置５０１において、後述するビ
ッグボーナスフラグ等の成立を報知する「ナビゲーション表示」や、ビッグボーナスフラ
グの成立時に小役フラグ等の成立と思わせる「ナビゲーション外れ表示」といった補助演
出表示を行う。
【０２５０】
　また、払出制御装置５５５は、上記払出装置５７８により賞球や貸球の払出制御を行う
ものである。演算装置であるＣＰＵ８１１は、そのＣＰＵ８１１により実行される制御プ
ログラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ８１２と、ワークメモリ等として使用される
ＲＡＭ８１３とを備えている。
【０２５１】
　払出制御装置５５５のＲＡＭ８１３は、前述した主制御装置５２０のＲＡＭ８０３と同
様に、球使用式回胴遊技機１の電源のオフ後においても電源装置５５６からバックアップ
電圧が供給されてデータが保持（バックアップ）できる構成となっており、ＲＡＭ８１３
には、各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリやエリアの他に、バックアップエ
リア８１３ａが設けられている。
【０２５２】
　バックアップエリア８１３ａは、停電などの発生により電源が切断された場合において
、電源の再入時に球使用式回胴遊技機１の状態を電源切断前の状態に復帰させるべく、電
源切断時のスタックポインタや、各レジスタ、Ｉ／Ｏ等の値を記憶しておくためのエリア
である。このバックアップエリア８１３ａへの書き込みは、所定の停電時処理によって電
源切断時に実行され、逆にバックアップエリア８１３ａに書き込まれた各値の復帰は、電
源入時の所定の復電時処理において実行される。
【０２５３】
　かかるＲＯＭ８１２及びＲＡＭ８１３を内蔵したＣＰＵ８１１には、アドレスバス及び
データバスで構成されるバスライン８１４を介して入出力ポート８１５が接続されている
。
【０２５４】
　入出力ポート８１５には、リセットスイッチ回路８４３、主制御装置５２０、払出装置
５７８などがそれぞれ接続されている。
【０２５５】
　また、電源装置５５６は、球使用式回胴遊技機１の各部に電力を供給するための電源部
８４１と、停電等による電源遮断を監視する停電監視回路８４２と、リセットスイッチ５
６１に接続されてなるリセットスイッチ回路８４３と、設定キースイッチ５６２に接続さ
れてなる設定キー回路８４４とを備えている。
【０２５６】
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　電源部８４１は、図示しない電源経路を通じて、主制御装置５２０、サブ制御装置５２
１、払出制御装置５５５等に対して各々に必要な動作電源を供給する。その概要としては
、電源部８４１は、外部より供給される交流２４ボルト電源〔ＡＣ２４Ｖ＝主電源（外部
電源）〕を取り込み、各種スイッチやモータ等を駆動するための＋１２Ｖ電源、ロジック
用の＋５Ｖ電源、ＲＡＭバックアップ用のバックアップ電源などを生成し、これら＋１２
Ｖ電源、＋５Ｖ電源及びバックアップ電源を主制御装置５２０等に対して供給する。
【０２５７】
　停電監視回路８４２は、停電等の発生による電源断時に、主制御装置５２０のＣＰＵ８
０１及び払出制御装置５５５のＣＰＵ８１１の各ＮＭＩ端子へ停電信号ＳＫ１を出力する
ための回路である。停電監視回路８４２は、電源部８４１から出力される最大電圧である
直流安定２４ボルトの電圧を監視し、この電圧が２２ボルト未満になった場合に停電（電
源断）の発生と判断して、停電信号ＳＫ１を主制御装置５２０及び払出制御装置５５５へ
出力する。この停電信号ＳＫ１の出力によって、主制御装置５２０及び払出制御装置５５
５は、停電の発生を認識し、停電時処理を実行する。
【０２５８】
　なお、電源部８４１は、直流安定２４ボルトの電圧が２２ボルト未満になった後におい
ても、かかる停電時処理の実行に充分な時間の間、制御系の駆動電圧である５ボルトの出
力を正常値に維持するように構成されている。よって、主制御装置５２０及び払出制御装
置５５５は、停電時処理を正常に実行し完了することができる。
【０２５９】
　リセットスイッチ回路８４３は、リセットスイッチ５６１のスイッチ信号を取り込み、
そのリセットスイッチ５６１の状態に応じて主制御装置５２０のＲＡＭ８０３及び払出制
御装置５５５のＲＡＭ８１３のバックアップデータをクリアするための回路である。リセ
ットスイッチ５６１が押下された際、リセットスイッチ回路８４３は、リセット信号ＳＫ
２を主制御装置５２０及び払出制御装置５５５に出力する。リセットスイッチ５６１が押
下された状態で球使用式回胴遊技機１の電源が投入されると（停電解消による電源入を含
む）、主制御装置５２０及び払出制御装置５５５においてそれぞれのＲＡＭ８０３，８１
３のデータがクリアされる。
【０２６０】
　設定キー回路８４４は、設定キースイッチ５６２の挿入部への設定キーの挿入、及びそ
の回動操作を検知し、その旨を主制御装置５２０のＣＰＵ８０１に認識させるための回路
である。設定キースイッチ５６２の挿入部に対し設定キーの挿入・回動操作があると、設
定キー回路８４４は、キー入力信号ＳＫ３を主制御装置５２０に出力する。これに基づき
、主制御装置５２０は、前述のとおり上記スタートレバースイッチ２６８のレバー操作に
基づく設定変更を許可する。
【０２６１】
　次に、本実施形態の特徴的構成について説明する。
【０２６２】
　樹脂ベース５５０の下部の取付台部５５２には、払出制御装置５５５、電源装置５５６
及びカードユニット接続基板５５７が搭載されている点、並びに、電源装置５５６及びカ
ードユニット接続基板５５７が一体となって横並びで設けられているとともに、電源装置
５５６の背面側に払出制御装置５５５が取付けられている点については上述した。ここで
は、その構造の詳細について説明する。
【０２６３】
　図４５は、払出制御装置５５５、電源装置５５６等を背面側から見た状態を示す分解斜
視図である。同図に示すように、電源装置５５６は、基板ボックス４０１と、上述した電
源部８４１等を搭載してなる図示しない電源基板とを備えている。基板ボックス４０１は
、透明の樹脂素材よりなるボックスベース４０２とボックスカバー４０３とからなる。電
源基板は、ボックスベース４０２とボックスカバー４０３とで形成される空間内に収容さ
れた状態で固定されている。また、ボックスベース４０２とボックスカバー４０３とは前
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記電源基板を内部空間に収容した状態で図示しない木ネジ等により封止固定されている。
さらに、前記電源基板には、上述した電源スイッチ５６０、リセットスイッチ５６１や設
定キースイッチ５６２が搭載されており、これらは、ボックスカバー４０３に形成された
各開口部より露出して（外部に臨んで）おり、各種外部操作が可能となっている。本実施
形態では電源スイッチ５６０及びリセットスイッチ５６１は、球使用式遊技機１の背面側
に臨んでいるのに対し、設定キースイッチ５６２の挿入部は側面側に臨んでいる。つまり
、設定キースイッチ５６２の挿入部（挿入部用の開口部）は、ボックスカバー４０３の側
壁に形成されている。
【０２６４】
　尚、背面視において、前記ボックスベース４０２は、ボックスカバー４０３よりも側方
に延設されており、前記カードユニット接続基板５５７は、電源装置５５６のボックスカ
バー４０３の側方において、前記ボックスベース４０２の延設領域に対し取付けられてい
る。
【０２６５】
　また、払出制御装置５５５は、基板ボックス４１１及び上述したＣＰＵ８１１等を搭載
してなる図示しない払出制御基板を備えている。当該基板ボックス４１１も、透明の樹脂
素材よりなるボックスベース４１２とボックスカバー４１３とからなる。払出制御基板は
、ボックスベース４１２とボックスカバー４１３とに形成される空間内に収容された状態
で固定されている。また、ボックスベース４１２とボックスカバー４１３とは、カシメ部
４１４において図示しない破断ネジによって封止固定されることで封印結合処理（カシメ
処理）が施されている。尚、破断ネジは、ドライバ等の締付け工具による締付け時に所定
の締付け力以上の負荷がかかると頭部が破断されるネジであり、ボックスベース４１２と
ボックスカバー４１３との封印時にネジ頭部が破断されることで、その後はネジの緩め作
業ができないようになっている。
【０２６６】
　本実施形態では、払出制御装置５５５の基板ボックス４１１が、電源装置５５６の基板
ボックス４０１に装着された上で、電源装置５５６の基板ボックス４０１が前記取付台部
５５２に取付けられている。次には、当該取付構造について説明する。
【０２６７】
　図４１に示すように、前記取付台部５５２には、電源装置５５６（カードユニット接続
基板５５７を含む）の基板ボックス４０１のボックスベース４０２（の裏面）に相対する
ようにして断面鉤状をなす係合保持部４２１が突設されている。これに対し、図４２に示
すように、電源装置５５６のボックスベース４０２の裏面（遊技機正面側の面）には、前
記係合保持部４２１に係合可能な係合突起４２２が突設されている。そして、各係合突起
４２２が各係合保持部４２１に対しスライドによって係合されることで、電源装置５５６
は、前記取付台部５５２に対し取付けられている。
【０２６８】
　また、図４５に示すように、前記電源装置５５６の基板ボックス４０１のボックスカバ
ー４０３には、払出制御装置５５５の基板ボックス４１１のボックスベース４１２（の裏
面）に相対するようにして断面鉤状をなす係合保持部４２３が突設されている。これに対
し、図４６に示すように、払出制御装置５５５のボックスベース４１２の裏面には、前記
係合保持部４２３に係合可能な係合突起４２４が突設されている。そして、各係合突起４
２４が各係合保持部４２３に対しスライドによって係合されることで、払出制御装置４５
５は電源装置５５６に対し取付けられている。
【０２６９】
　尚、図４５に示すように、電源装置５５６のボックスカバー４０３の側端部には、切欠
凹部４２５が形成されているとともに、該切欠凹部４２５にはクランク形状をなすプッシ
ュアーム４２６が設けられている。プッシュアーム４２６は、その基端部において前記ボ
ックスカバー４０３に一体的に連結されているとともに、その先端部が操作部４２７とな
っている。当該操作部４２７を遊技機前後方向に押圧操作することで、プッシュアーム４
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２６は所定の弾性をもって傾動させられるようになっている。また、プッシュアーム４２
６の中間部位には、常にはボックスカバー４０３よりも背面側に突出する係止爪部４２８
が一体形成されている。
【０２７０】
　一方、前記係止爪部４２８に対応するようにして、払出制御装置５５５のボックスベー
ス４１２の裏面には、ボックスベース４１２の一般面（補強用のリブを含む）よりも遊技
機前面側に突出する係止突起４２９が一体形成されている（図４６参照）。
【０２７１】
　そして、電源装置５５６に対し払出制御装置５５５を装着させる際には、前述した各係
合突起４２４が各係合保持部４２３に対しスライドさせられる。このスライドの最終段階
において前記係止突起４２９がプッシュアーム４２６が撓んだ状態で係止爪部４２８を乗
り越える。これにより、係止突起４２９がプッシュアーム４２６の係止爪部４２８に引っ
かけられる格好となり、電源装置５５６に対する払出制御装置５５５の取付状態が保持さ
れる。
【０２７２】
　これに対し、電源装置５５６から払出制御装置５５５を取り外す際には、まず、プッシ
ュアーム４２６の操作部４２７が押圧操作させられる。これにより、プッシュアーム４２
６が撓むため、係止突起４２９が係止爪部４２８を乗り越え可能な状態となる。そして、
装着時とは逆方向に各係合突起４２４が各係合保持部４２３に対しスライドさせられるこ
とで、電源装置５５６から払出制御装置５５５が取り外される。
【０２７３】
　さらに、前記プッシュアーム４２６用の切欠凹部４２５に近接又は隣接するようにして
、収容凹部４３１が形成されている（図４５参照）。これに対し、前記払出制御装置５５
５のボックスベース４１２には、裏面側に突出するようにしてストッパ４３２が一体形成
されている。そして、電源装置５５６に対し払出制御装置５５５が装着させられている場
合には、ストッパ４３２が収容凹部４３１内に収容されるとともに、収容凹部４３１を形
成する側壁にほぼ当接した状態とされる。これにより、払出制御装置５５５のそれ以上の
装着方向（図４３の右方向）への移動が規制されるようになっている。
【０２７４】
　さて、本実施形態では、図３８，３９等に示すように、前記取付台部５５２の正面側（
遊技機前面側）には、被覆手段としての扉体４４１が開閉可能に支持されている。より詳
しく説明すると、扉体４４１は、一側部において回動可能に軸支されたベース部４４２と
、ベース部４４２の他側部近傍に設けられ、背面側に向かって突出する被覆部４４３と、
前記ベース部４４２の他側部（被覆部４４３よりもさらに側方）に設けられ、背面側に向
かって突出する係止突部４４４とを具備している。被覆部４４３及び係止突部４４４は、
いずれもベース部４４２に対し背面側に、略直交する方向に延びている。
【０２７５】
　また、前記取付台部５５２には、前記被覆部４４３及び係止突部４４４にそれぞれ対応
するようにして、前後方向に貫通する透孔４４５及び係止孔４４６が設けられている。
【０２７６】
　前記扉体４４１のベース部４４２は、前記樹脂ベース５５０の左右幅の半分以上の幅を
有してなり、幅方向中央部よりも樹脂ベース５５０（裏機構ユニット５）の支持されてい
る側と同じ側において軸支されている。当該ベース部４４２は、樹脂ベース５５０（裏機
構ユニット５）と前記ベース枠１０（前扉３）との間に介設されるものである。つまり、
当該ベース部４４２が樹脂ベース５５０とベース枠１０とで挟持されることで、常には扉
体４４１の移動が規制される。また、ベース部４４２には、複数の格子状のリブ４４７が
一体形成されており、結果としてベース部４４２には所定の厚みが付与された格好となっ
ている。すなわち、リブ４４７等は、樹脂ベース５５０（裏機構ユニット５）と前記ベー
ス枠１０（前扉３）との間に形成される隙間を埋めるスペーサ部として機能する。
【０２７７】
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　前記扉体４４１の閉状態にあって、前記被覆部４４３は、前記透孔４４６から背面側に
突出している。そして、当該状態において、被覆部４４３は、その面が前記設定キースイ
ッチ５６２の挿入部に対しほぼ当接するようにして覆っている。これにより、常には設定
キースイッチ５６２の挿入部への設定キーの挿入が規制されている。
【０２７８】
　また、当該状態において、被覆部４４３が、前記電源装置５５６（基板ボックス４０１
）の側壁部の一部、及び、払出制御装置５５５（基板ボックス４１１）のストッパ４３２
の一部を覆っている。これにより、電源装置５５６及び払出制御装置５５５の取外方向（
図３７の左方向）への移動が規制されている。本実施形態において、被覆部４４３には補
強手段としてのリブ４４８が一体形成されている。当該リブ４４８によって、被覆部４４
３の撓み防止が図られている。
【０２７９】
　係止突部４４４は、その先端側に係止爪部４４９を具備している。そして、前記扉体４
４１の閉状態にあって、前記被覆部４４３は、前記係止孔４４６から背面側に突出してい
るとともに、被覆部４４３先端の係止爪部４４９が係止孔４４６に引っかけられている。
これにより、常には扉体４４１の閉鎖状態が維持されるようになっている。
【０２８０】
　次に、球使用式回胴遊技機１の遊技に係る制御について説明する。主制御装置５２０は
、各種遊技制御として、「小役抽選」、「小役制御」「リプレイゲーム抽選」「リプレイ
ゲーム制御」「ビッグボーナス抽選」「ビッグボーナス制御」「ビッグボーナス中抽選」
、「リール制御」等の処理を実行する。
【０２８１】
　小役抽選では、スタートレバースイッチ２６８からの検出信号が入力されたタイミング
によって、小役払出条件が成立したか否かの抽選が行われ、これによって小役フラグの成
立の有無が決定される。なお、小役抽選は、他の抽選とともに、遊技球の投入個数（ベッ
ト数）に応じて変化するよう構成されており、概して投入個数が多い程遊技者に有利な抽
選結果が得られるようになっている。
【０２８２】
　小役制御では、通常遊技中に小役フラグが成立している場合、各リール５１１～５１３
の停止時に、後述する小役成立テーブルの内容を参照しながら、一定の引き込み停止制御
を加えて半強制的に小役図柄を有効ライン上に停止させる制御が行われる。
【０２８３】
　リプレイゲーム抽選では、スタートレバースイッチ２６８からの検出信号が入力された
タイミングによって、リプレイゲーム移行条件が成立したか否かの抽選が行われ、これに
よってリプレイフラグの成立の有無が決定される。
【０２８４】
　リプレイゲーム制御では、通常遊技中にリプレイフラグが成立している場合、各リール
５１１～５１３の停止時に、後述するリプレイ成立テーブルの内容を参照しながら、一定
の引き込み停止制御を加えて半強制的にリプレイ図柄を有効ライン上に停止させる制御が
行われる。そして、有効ライン上にリプレイ図柄が停止することを条件に、次回の遊技を
無償で行うことができるようにする。勿論、このリプレイゲームが行われる場合にも各種
抽選は実行されている。
【０２８５】
　ビッグボーナス抽選では、スタートレバースイッチ２６８からの検出信号が入力された
タイミングによって、ビッグボーナス移行条件が成立したか否かの抽選が行われ、これに
よってビッグボーナス成立フラグの有無が決定される。
【０２８６】
　ビッグボーナス制御では、通常遊技中にビッグボーナスフラグが成立している場合、各
リール５１１～５１３の停止時に、後述するビッグボーナス成立テーブルの内容を参照し
つつ、一定の引き込み停止制御を加えて半強制的にビッグボーナス図柄を有効ライン上に
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停止させる制御が行われる。そして、有効ライン上にビッグボーナス図柄が停止すること
を条件に通常遊技からビッグボーナスゲームに移行させ、予め設定された最大獲得賞球数
（本実施形態では２３２５個）を上限として、その後、原則的には元の通常遊技状態に復
帰させる制御が行われる。
【０２８７】
　ビッグボーナス中抽選では、ビッグボーナス中において、スタートレバースイッチ２６
８からの検出信号が入力されたタイミングによって、小役図柄の抽選及びジャックインの
抽選が行われ、小役フラグ及びジャックインフラグの成立の有無が決定される。
【０２８８】
　そして、ビッグボーナス中は、前記ビッグボーナス制御により、小役フラグの成立に基
づく所定の小役図柄を有効ライン上に揃わせるべく小役成立テーブルを参照しつつ各リー
ル５１１～５１３を半強制的に引き込み停止する制御が行われる。また、ジャックインフ
ラグの成立に基づきジャックインさせるべく、リプレイ成立テーブルの内容を参照しつつ
、各リール５１１～５１３を半強制的に引き込み停止する制御が行われる。
【０２８９】
　ジャックインとは、ビッグボーナスゲーム中に所定のジャックインゲームを実行させる
状態であり、具体的には「リプレイ」図柄が揃うことによって生じる。従って、ジャック
イン実行のためにビッグボーナス制御では、ジャックイン図柄（リプレイ図柄）を有効ラ
イン上に揃わせるべく各リール５１１～５１３を半強制的に引き込み停止する制御が行わ
れる。ジャックインされるとジャックインゲームが実行される。
【０２９０】
　このジャックインゲーム中は、有効ラインが１ライン（中央ライン）のみとされている
。ジャックインゲーム中においては、スタートレバースイッチ２６８からの検出信号が入
力されたタイミングによって、所定の図柄（ここでは、リプレイ図柄）の抽選を行う。か
かる図柄の抽選は、通常の抽選とは異なり、リプレイ図柄が有効ライン（中央ラインのみ
）に揃った場合に所定個数（例えば７５個）の遊技球が払い出されるように設定しておき
、かかるリプレイ図柄を遊技球払出図柄として、当該遊技球払出図柄が揃う条件を満たす
か否かの抽選とされている。そして、前記抽選の結果、リプレイフラグ（ここでいうリプ
レイフラグは通常遊技中のものとは異なり、ジャックインゲーム用に新たに設定されたも
のである。）が成立した場合には前記遊技球払出図柄以外の図柄が有効ライン上に揃わな
いように各リール５１１～５１３が制御され、しかも遊技球払出図柄が所定回数（例えば
８回）揃った場合には所定の遊技回数（１２回）に達していなくとも所定のジャックイン
ゲームは終了する。なお、かかる所定のジャックインゲームに際しては、投入される遊技
球として５個が上限、すなわち、１ベットのみが有効化される。
【０２９１】
　また、ビッグボーナスゲームでは、当該ビッグボーナスゲーム中に獲得した賞球数が、
予め設定された最大獲得賞球数（２３２５個）に達するまで、当該ビッグボーナスゲーム
を継続して行うことができるとともに、何度でもジャックインが可能となっている。そし
て、ビッグボーナス制御では、最大獲得賞球数に達した時点に行われている遊技又はジャ
ックインゲームの終了時点でビッグボーナスゲームを強制的に終了させる。
【０２９２】
　また、リール制御により、ＲＯＭ等の記憶手段の記憶内容に応じて各リール５１１～５
１３が制御され、特に記憶手段に記憶された各種テーブルの記憶内容に応じて各リール５
１１～５１３の停止位置が制御される。
【０２９３】
　各種テーブルとは、成立した各種フラグに応じて個々に設定されたものである。具体的
には、例えば何らフラグが成立していない場合にいずれの図柄をも有効ライン上に揃えな
いようにするための「外れテーブル」、小役フラグに対応して所定の小役図柄を有効ライ
ン上に揃えるための「小役成立テーブル」、リプレイフラグに対応してリプレイ図柄を有
効ライン上に揃えるための「リプレイ成立テーブル」、ビッグボーナスフラグに対応して
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「７」図柄を有効ライン上に揃えるための「ビッグ成立テーブル」等の他、以上の成立図
柄をどの有効ライン上に揃えるかを決定するための「ラインテーブル」等である。
【０２９４】
　次に、以上の構成からなる球使用式回胴遊技機１の作用について、遊技方法を踏まえて
説明する。
【０２９５】
　遊技の開始に際し、遊技者は、シングルベットスイッチ７７又はマックスベットスイッ
チ７５を操作することにより遊技球を投入する。主制御装置５２０は、各ベットスイッチ
７７，７５の検出信号を受けて、取込装置３００を駆動制御する。そして、上皿７１にあ
る遊技球が取込まれ投入されることとなる。例えば、マックスベットスイッチ７５が押圧
操作された場合には、上皿７１上の１５個の遊技球が取込装置３００によって取込まれる
。このとき、カウント表示部５３３には投入個数が表示される。
【０２９６】
　また、遊技球の投入数に応じて主制御装置５２０は各ラインを有効化する。ここで、シ
ングルベットスイッチ７７の１回の押圧操作（５個の遊技球の投入）であれば、中央ライ
ンのみが有効化される。また、シングルベットスイッチ７７の２回の押圧操作（１０個の
遊技球の投入）であれば、上下ラインが有効化される。さらに、マックスベットスイッチ
７５の押圧操作等（１５個の遊技球の投入）であれば、全ラインが有効化される。
【０２９７】
　少なくとも１ラインが有効化されている時点で、遊技者がスタートレバースイッチ２６
８を操作すると、主制御装置５２０は、全てのリール５１１～５１３を一斉に回転させる
。これとともに、主制御装置５２０は、その旨の情報をサブ制御装置５２１へ送信する。
【０２９８】
　また、スタートレバースイッチ２６８の操作に基づく検出信号が主制御装置５２０に入
力されたタイミングで、通常遊技中では、小役抽選、リプレイゲーム抽選、ビッグボーナ
ス抽選など各抽選が行われる。
【０２９９】
　小役抽選の結果、小役フラグが成立した場合には、適宜の小役図柄を有効ライン上に停
止させ得る権利がそのゲームにおいてのみ与えられる。また、リプレイゲーム抽選の結果
、リプレイフラグが成立した場合には、リプレイゲームへ移行する権利がそのゲームにお
いてのみ与えられる。また、ビッグボーナス抽選の結果、ビッグボーナスフラグが成立し
た場合には、ビッグボーナスゲームへ移行する権利が与えられ、そのフラグはビッグボー
ナスゲームへ移行するまで保持される。
【０３００】
　以上の各抽選が終了した後、遊技者がストップボタンスイッチ２７１，２７２，２７３
を操作すると、主制御装置５２０は、操作された各ストップボタンスイッチ２７１，２７
２，２７３に対応した各リール５１１，５１２，５１３を個別に停止させる制御を行う。
【０３０１】
　これら各リール５１１，５１２，５１３の停止位置は、上記各抽選結果である各成立フ
ラグに基づき、上記各テーブルを参照して決定される。このとき、有効ラインから各リー
ル５１１，５１２，５１３の回転方向手前の４図柄分までに成立フラグに対応した図柄が
存在すれば、原則として、その図柄が積極的に有効ライン上に引き込まれるような制御が
行われることとなり、リール停止タイミングが４図柄分手前までの誤差であれば、その誤
差を吸収することができる。
【０３０２】
　また、サブ制御装置５２１は、主制御装置５２０の制御に合わせて、液晶表示装置５０
１における上記「ナビゲーション表示」等の補助演出を行う。
【０３０３】
　各リール５１１，５１２，５１３の停止時において、有効ライン上の停止図柄の組合せ
が、予め定められた所定の図柄の組合せである場合、即ち小役図柄の組合せ、リプレイ図
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柄の組合せ、ビッグボーナス図柄の組合せである場合、各停止図柄の組合せに応じた数の
遊技球（賞球）を払出すための制御が行われる。
【０３０４】
　主制御装置５２０が、払出制御装置５５５へ払出制御を行う旨の指示を出し、払出制御
装置５５５が払出装置５７８を駆動制御することにより、上皿７１等へ遊技球が払出され
る。この際、今回獲得した賞球数がカウント表示部に表示される。
【０３０５】
　有効ライン上に揃った図柄が小役図柄或いは何ら払出しのない図柄の組合せである場合
には、通常遊技が続行される。一方、有効ライン上に揃った図柄の組合せがリプレイ図柄
の組合せである場合にはリプレイゲーム制御によって次回のゲームを無償で行うことがで
きるリプレイゲームが実行される。また、有効ライン上に揃った図柄の組合せがビッグボ
ーナス図柄の組合せである場合にはビッグボーナス制御によってビッグボーナスゲームが
実行される。そして、上記最大獲得賞球数を獲得したことを条件に、ビッグボーナスゲー
ムが終了する。
【０３０６】
　以上詳述したように、本実施形態では、前扉３及び外枠２の分離開放、並びに、裏機構
ユニット５及び前扉３の分離開放が施錠装置９００によって規制される。また、裏機構ユ
ニット５の後面側に配設固定された設定キースイッチ５６２の挿入部に対し、設定キーを
用いた所定の有効化操作を行うことに基づき、球使用式回胴遊技機１の設定状態（当選確
率設定処理）を「設定１」から「設定６」まで変更できる。本実施形態では、施錠装置９
００により施錠された状態、つまり前扉３及び外枠２の分離開放、並びに、裏機構ユニッ
ト５及び前扉３の分離開放が規制された状態にあっては、扉体４４１の被覆部４４３が設
定キースイッチ５６２の挿入部を覆った状態で、ベース部４４２の移動が規制されている
。このため、通常状態（分離開放が規制された状態）においては、設定キースイッチ５６
２の挿入部が被覆部４４３で覆われることとなり、しかも施錠装置９００による施錠が解
除されない限りはその状態が維持される。従って、不正に設定キースイッチ５６２に対し
有効化操作が行われてしまうといった事態を抑止することができる。その結果、不正行為
の抑止を図ることができる。
【０３０７】
　一方で、施錠装置９００による施錠が解除され、裏機構ユニット５が前扉３に対し所定
量開放された状態にあっては、扉体４４１のベース部４４２の移動が許容され被覆部４４
３による設定キースイッチ５６２の覆いが解除され得る。そのため、正規に施錠が解除さ
れた場合には、比較的簡単に設定キースイッチ５６２を露出状態とすることができる。し
かも、本実施形態では、設定キースイッチ５６２が裏機構ユニット５の背（後）面側に配
設固定されている。従って、外枠２に対する裏機構ユニット５の相対開放角度を所定以上
とすることで、オペレータ（店員等）が裏機構ユニット５の背面側に比較的容易に臨みや
すくなる。その結果、裏機構ユニット５の背面側に配設固定されている設定キースイッチ
５６２に対し、比較的容易に有効化操作を実行することができる。その結果、操作性の飛
躍的な向上を図ることができる。
【０３０８】
　その上、設定キースイッチ５６２の挿入部が遊技機正面に対して略直交方向（右方）を
向いている、つまり、基板ボックス４０１の側面に臨んでいることから、従来の課題の欄
でも述べたように２列の遊技機が背向かいの状態で島設備に設置されるような場合におい
て、一方の列の前扉が開放され、他方の列の遊技機の背面側がむき出しとなってしまった
としても、設定キースイッチ５６２にはアプローチし難い。そのため、被覆部４４３の覆
いを不正に解除したり、不正に設定キースイッチ５６２を操作したりするといった行為を
抑止しやすい。一方で、正規に扉体４４１のベース部４４２の移動が許容され被覆部４４
３による設定キースイッチ５６２の覆いが解除された場合には、より一層容易に有効化操
作を実行することができ、操作性の一層の向上を図ることができる。
【０３０９】
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　また、設定キースイッチ５６２は電源装置５５６の基板ボックス４０１に設けられてい
る。このため、電源基板（設定キー回路８４４）及び設定キースイッチ５６２間の電気配
線を最小限に抑える（極力短くする）ことができる。その結果、電源基板及び設定キース
イッチ５６２間の配線に不正な細工をされるおそれを極力少なくでき、ひいてはより一層
の不正行為の抑止を図ることができる。
【０３１０】
　さらに、本実施形態では、裏機構ユニット５が前扉３に対し所定量開放された状態にあ
って、ベース部４４２が前扉３側に開放されることで前記被覆部４４３による設定キース
イッチ５６２の覆いを解除できる。換言すれば、裏機構ユニット５の前扉３に対する所定
量の開放、及び、ベース部４４２の前扉３側への開放という一連の開放操作により、設定
キースイッチ５６２の覆いを解除できる。そのため、施錠装置９００による施錠が正規に
解除された場合には、何ら特段の困難を伴うことなく設定キースイッチ５６２の操作を導
出できる。
【０３１１】
　併せて、ベース部４４２が裏機構ユニット５と前扉３とで挟持されることで、その移動
が規制される。従って、施錠装置９００による施錠が解除されて、裏機構ユニット５が前
扉３に対し所定量開放されない限りは、ベース部４４２の移動が規制され続けることとな
る。そのため、施錠装置９００による施錠が維持されている状態、すなわち、裏機構ユニ
ット５及び前扉３の分離開放が規制された状態にあっては、ベース部４４２の移動が規制
され続けることとなり、結果として扉体４４１の移動も規制されることとなる。その結果
、扉体４４１を移動させることによる不正行為をより一層確実に抑止することができる。
【０３１２】
　加えて、ベース部４４２は、裏機構ユニット５と前扉３との間に形成される隙間を埋め
るスペーサ部を有する。これにより、前記隙間が埋められることとなり、裏機構ユニット
５と前扉３との間に不正な基板等が設置されてしまうといった事態、或いは、前記隙間を
介して不正に設定キースイッチ５６２や扉体４４１にアクセスされてしまうといった事態
を抑制することができる。かかる意味で、さらなる不正行為の抑止を図ることができる。
また、前記隙間が形成されてしまうことによる、裏機構ユニット５、前扉３、扉体４４１
等のガタツキをも防止することができる。
【０３１３】
　また、扉体４４１のベース部４４２は、前記樹脂ベース５５０の左右幅の半分以上の幅
を有してなり、幅方向中央部よりも樹脂ベース５５０（裏機構ユニット５）の支持されて
いる側と同じ側において軸支されている。このため、扉体４４１を裏機構ユニット５に対
し相当量回動させないと、換言すれば、前扉３及び裏機構ユニット５間に形成される空間
を相当量確保しないと、被覆部４３による設定キースイッチ５６２の覆いを解除すること
ができない。そのため、施錠装置９００による施錠を不正に解除し、扉体４４１を不正に
移動させようとした場合には、前扉３に対し裏機構ユニット５を相当開放させなければな
らない。従って、外部からは当該開放状態が目立ちやすく、例えば遊技中における不正行
為の発見を容易に行うことができる。
【０３１４】
　なお、上述した実施形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい。
【０３１５】
　（ａ）上記実施形態では、樹脂ベース５５０の取付台部５５２の正面側に扉体４４１を
設けるとともに、前記取付台部５５２に透孔４４５を設け、該透孔４４５から被覆部４４
３を突出させるように構成している。これに対し、取付台部５５２に扉体４４１の形状に
則した開口部を形成し、該開口部に扉体を開閉可能に設けることとしてもよい。この場合
、係止孔４４６に係止突部４４４を設ける代わりに、扉体に係止爪等を設けることで係止
状態を維持することができるようにすることも考えられる。
【０３１６】
　（ｂ）上記実施形態では、電源装置５５６の基板ボックス４０１の側面に設定キースイ
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ッチ５６２の挿入部を設けることとしているが、同基板ボックス４０１の他の部位、或い
は、他の部位（例えば払出制御装置５５５の基板ボックス４１１）に設けることとしても
よい。
【０３１７】
　（ｃ）上記実施形態では特に言及していないが、設定キースイッチ５６２のキー操作と
ともに、リセットスイッチ５６１への押圧操作を行うことで、設定変更がはじめて有効化
されるように構成してもよい。このように構成したとしても、両スイッチ５６１，５６２
ともに、樹脂ベース５５０の背面側に位置しているため、設定キースイッチ５６２のキー
操作と、リセットスイッチ５６１の押圧操作とを同時期に行うことに関し、特段の困難を
も伴わない。そのため、安易或いは不正な設定変更を一層防止できる一方で、操作性の悪
化に起因する不具合を払拭することができる。
【０３１８】
　（ｄ）上記実施形態では、被覆手段として、ベース部４４２が一側にて開閉可能に支持
された扉体４４１を採用することとしている。これに対し、前記一側の支持部に代えて係
止部とし、樹脂ベース５５０に対し取り外し可能な（着脱可能な）被覆手段を設けること
としてもよい。
【０３１９】
　（ｅ）上記実施形態では、前扉３の施錠機構及び裏機構ユニット５の施錠機構が単一の
施錠装置９００によって具現化されている。しかしながら、施錠装置９００の構成は上記
実施形態に限定されるものではない。例えば前扉３の施錠機構と裏機構ユニット５の施錠
機構とをそれぞれ別の施錠機構により構成してもよい。
【０３２０】
　（ｆ）上記実施形態の扉体４４１は合成樹脂材料により形成されている。この点、扉体
４４１を形成する素材は、これに限定されるものではなく、例えば金属等であってもよい
。但し、ゴム等の弾性材料を用いた場合には、比較的容易に撓んでしまうため、扉体４４
１（特にベース部４４２や被覆部４４３）の素材としては適さない。
【０３２１】
　（ｇ）上記実施形態とは異なるタイプの遊技機として実施してもよい。例えば、発射手
段を備えたパチンコ機等の弾球遊技機として実施してもよい。また、パチンコ機以外にも
、アレンジボール機、それに類する雀球等の各種遊技機として実施することも可能である
。
【０３２２】
　［付記］
　以下、上記実施形態から把握できる技術的思想について、その作用効果とともに記載す
る。
【０３２３】
　付記１．左右一側部にて開閉可能に支持され、遊技機前後方向に互いに重なるようにし
て設けられた複数のユニット体と、
　前記複数のユニット体のうち、最後方に配置される最後方ユニット体、及び、当該最後
方ユニット体よりも前側に設けられた前側ユニット体の分離開放を規制可能な施錠装置と
、
　前記最後方ユニット体の後面側に配設固定され、操作部を有する操作手段とを備え、
　遊技に関する内部状態を可変設定する設定変更機能を具備し、所定の設定操作に基づき
前記内部状態の設定変更が行われ、
　前記操作部に対し所定の有効化操作を行うことに基づき前記設定操作が有効化されるよ
う構成された遊技機であって、
　ベース部及び該ベース部に設けられた被覆部を具備する被覆手段を設け、
　前記最後方ユニット体及び前記前側ユニット体の分離開放が規制された状態にあっては
、前記被覆部が前記操作部の少なくとも一部を覆った状態で、前記ベース部の移動が規制
され、
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　前記施錠装置による施錠が解除され、前記最後方ユニット体が前記前側ユニット体に対
し所定量開放された状態にあっては、前記ベース部の移動が許容され前記被覆部による前
記操作部の覆いを解除できるようにしたことを特徴とする遊技機。
【０３２４】
　上記付記１によれば、複数のユニット体のうち、最後方に配置される最後方ユニット体
、及び、当該最後方ユニット体よりも前側に設けられた前側ユニット体の分離開放が施錠
装置によって規制され得る。また、最後方ユニット体の後面側に配設固定された操作手段
の操作部に対し、所定の有効化操作を行うことに基づき、内部状態の設定変更の設定操作
が有効化される。付記１では、最後方ユニット体及び前側ユニット体の分離開放が規制さ
れた状態にあっては、被覆手段の被覆部が前記操作部の少なくとも一部を覆った状態で、
前記ベース部の移動が規制されている。このため、通常状態においては、操作部が被覆部
で覆われることとなり、しかも施錠装置による施錠が解除されない限りはその状態が維持
される。従って、不正に操作部に対し有効化操作が行われてしまうといった事態を抑止す
ることができる。その結果、不正行為の抑止を図ることができる。
【０３２５】
　一方で、施錠装置による施錠が解除され、最後方ユニット体が前側ユニット体に対し所
定量開放された状態にあっては、被覆手段のベース部の移動が許容され被覆部による操作
部の覆いが解除され得る。そのため、正規に施錠が解除された場合には比較的簡単に操作
部を露出状態とすることができる。しかも、付記１では、操作手段が最後方ユニット体の
後面側に配設固定されているため、オペレータ（店員等）が最後方ユニット体の後面側に
臨むことで比較的容易に操作部に対し有効化操作を実行することができる。そのため、操
作性の悪化に起因する不具合を防止することができる。
【０３２６】
　付記２．固定枠と、
　前記固定枠に対し左右一側部にて開閉可能に支持された前側ユニット体と、
　前記前側ユニット体に対し、左右一側部にて開閉可能に支持され、前記前側ユニット体
に対し遊技機前後方向に互いに重なるようにして設けられた最後方ユニット体と、
　前記固定枠に対する前側ユニット体の開放を規制するとともに、前記前側ユニット体に
対する前記最後方ユニット体の相対開放を規制可能な施錠装置と、
　前記最後方ユニット体の後面側に配設固定され、操作部を有する操作手段とを備え、
　遊技に関する内部状態を可変設定する設定変更機能を具備し、所定の設定操作に基づき
前記内部状態の設定変更が行われ、
　前記操作部に対し所定の有効化操作を行うことに基づき前記設定操作が有効化されるよ
う構成された遊技機であって、
　ベース部及び該ベース部に設けられた被覆部を具備する被覆手段を設け、
　前記最後方ユニット体の前記前側ユニット体に対する開放が規制された状態にあっては
、前記被覆部が前記操作部の少なくとも一部を覆った状態で、前記ベース部の移動が規制
され、
　前記施錠装置による施錠が解除され、前記前側ユニットが前記外枠に対し所定量開放さ
れ、かつ、前記最後方ユニット体が前記前側ユニット体に対し所定量開放された状態にあ
っては、前記ベース部の移動が許容され前記被覆部による前記操作部の覆いを解除できる
ようにしたことを特徴とする遊技機。
【０３２７】
　上記付記２によれば、基本的には上記付記１と同様の作用効果が奏される。特に、付記
２では、前側ユニット体は、固定枠に対し左右一側部にて開閉可能に支持される。また、
　最後方ユニット体は、前側ユニット体に対し、左右一側部にて開閉可能に支持され、前
側ユニット体に対し遊技機前後方向に互いに重なるようにして設けられる。従って、固定
枠に対する最後方ユニット体の相対開放角度を所定以上とすることで、オペレータ（店員
等）が最後方ユニット体の後面側に比較的容易に臨みやすくなる。その結果、最後方ユニ
ット体の後面側に配設固定されている操作手段の操作部に対し、比較的容易に有効化操作
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を実行することができる。その結果、操作性の飛躍的な向上を図ることができる。
【０３２８】
　付記３．前記操作部は、遊技機正面に対して側方に臨んでおり、
　前記ベース部の移動が規制された状態にあっては、前記被覆部は、遊技機正面に対して
略直交方向に延びていることを特徴とする付記１又は２に記載の遊技機。
【０３２９】
　付記３によれば、操作部が遊技機正面に対して側方に臨んでいることから、従来の課題
の欄でも述べたように２列の遊技機が背向かいの状態で島設備に設置されるような場合に
おいて、一方の列のユニット体が開放され、他方の列の遊技機の背面側がむき出しとなっ
てしまったとしても、操作部にはアプローチし難い。そのため、被覆部の覆いを不正に解
除したり、不正に操作部を操作したりするといった行為を抑止しやすい。一方で、正規に
被覆手段のベース部の移動が許容され被覆部による操作部の覆いが解除された場合には、
より一層容易に有効化操作を実行することができ、操作性の一層の向上を図ることができ
る。
【０３３０】
　尚、「前記操作部は、前記最後方ユニット体の回動軸の反対側に位置していること」と
してもよい。この場合、より一層の操作性の向上を図ることができる。
【０３３１】
　付記４．前記最後方ユニット体には、電源基板を内包してなる電源基板ボックスが設け
られており、前記操作手段は前記電源基板ボックスに設けられていることを特徴とする付
記１乃至３のいずれかに記載の遊技機。
【０３３２】
　上記付記４によれば、操作手段は電源基板ボックスに設けられている。このため、電源
基板及び操作手段間の電気配線を最小限に抑える（極力短くする）ことができる。その結
果、電源基板及び操作手段間の配線に不正な細工をされるおそれを極力少なくでき、ひい
てはより一層の不正行為の抑止を図ることができる。
【０３３３】
　付記５．前記被覆手段は、前記最後方ユニット体に対し開閉可能に支持されており、
前記最後方ユニット体が前記前側ユニット体に対し所定量開放された状態にあっては、前
記ベース部が前記前側ユニット側に開放されることで前記被覆部による前記操作部の覆い
を解除できるようにしたことを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の遊技機。
【０３３４】
　上記付記５によれば、最後方ユニット体が前側ユニット体に対し所定量開放された状態
にあって、ベース部が前側ユニット側に開放されることで前記被覆部による操作部の覆い
を解除できる。換言すれば、最後方ユニット体の前側ユニット体に対する所定量の開放、
及び、ベース部の前側ユニット側への開放という一連の開放操作により、操作部の覆いを
解除できる。そのため、施錠装置による施錠が正規に解除される場合には、何ら特段の困
難を伴うことなく操作部の操作を導出できる。
【０３３５】
　付記６．前記ベース部は、前記最後方ユニット体と前記前側ユニットとの間に介設され
、前記ベース部が前記最後方ユニット体と前記前側ユニットとで挟持されることでその移
動が規制されることを特徴とする付記５に記載の遊技機。
【０３３６】
　上記付記６によれば、ベース部が最後方ユニット体と前側ユニットとで挟持されること
でその移動が規制される。従って、施錠装置による施錠が解除されて、最後方ユニット体
が前側ユニット体に対し所定量開放されない限りは、ベース部の移動が規制され続けるこ
ととなる。そのため、施錠装置による施錠が維持されている状態、すなわち、最後方ユニ
ット体と前側ユニット体とが移動不能状態にある場合には、ベース部の移動が規制され続
けることとなり、結果として被覆手段の移動も規制されることとなる。その結果、被覆手
段を移動させることによる不正行為をより一層確実に抑止することができる。
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【０３３７】
　付記７．前記ベース部は、前記最後方ユニット体と前記前側ユニットとの間に形成され
る隙間を埋めるスペーサ部を有することを特徴とする付記６に記載の遊技機。
【０３３８】
　上記付記７によれば、ベース部のスペーサ部によって、最後方ユニット体と前側ユニッ
トとの間に形成される隙間が埋められる。このため、最後方ユニット体と前側ユニットと
の間に不正な基板等が設置されてしまうといった事態、或いは、前記隙間を介して不正に
被覆手段や操作部にアクセスされてしまうといった事態を抑制することができる。係る意
味で、さらなる不正行為の抑止を図ることができる。また、前記隙間が形成されてしまう
ことによる、最後方ユニット体、前側ユニット、被覆手段等のガタツキをも防止すること
ができる。
【０３３９】
　付記８．前記被覆手段は前記最後方ユニット体の支持されている側と同じ側の左右一側
部にて開閉可能に支持されており、その回動半径は、前記最後方ユニット体の左右幅の半
分以上となっていることを特徴とする付記５乃至７のいずれかに記載の遊技機。
【０３４０】
　上記付記８によれば、被覆手段を最後方ユニット体に対し相当量回動させないと、換言
すれば、前側ユニット及び最後方ユニット体間に形成される空間を相当量確保しないと、
被覆部による操作部の覆いを解除することができない。そのため、施錠装置による施錠を
不正に解除し、被覆手段を不正に移動させようとした場合には、前側ユニットに対し最後
方ユニット体を相当開放させなければならない。従って、外部からは当該開放状態が目立
ちやすく、例えば遊技中における不正行為の発見を容易に行うことができる。すなわち、
付記８によれば、不正行為が発見されやすいという意味合いにおいて、不正行為の抑止を
図ることができるといえる。
【０３４１】
　付記９．前記被覆部には、撓み防止用の補強手段が設けられていることを特徴とする付
記１乃至８のいずれかに記載の遊技機。
【０３４２】
　上記付記９によれば、被覆部に撓み防止用の補強手段が設けられているため、被覆部を
強引に撓ませることにより、操作部を露出状態とすることによる不正を防止することがで
きる。結果として、より一層の不正抑止を図ることができる。
【０３４３】
　付記１０．前記操作部は、設定キーが挿入される設定キー挿入部であり、
　前記最後方ユニット体及び前記前側ユニット体の分離開放が規制された状態にあっては
、前記設定キー挿入部に対し、前記被覆部が面で当接する又は近接状態となることで、前
記被覆部が前記操作部を覆った状態となることを特徴とする付記１乃至９のいずれかに記
載の遊技機。
【０３４４】
　上記付記１０によれば、設定キーが設定キー挿入部に挿入されたままの状態で、最後方
ユニット体及び前側ユニット体の分離開放が規制された状態となってしまうことが起こら
ない。そのため、設定キーが設定キー挿入部に挿入されたままの状態で放置されてしまう
ことによる不具合を防止することができる。
【０３４５】
　以下に、上記各構成が適用される各種遊技機の基本構成を示す。
【０３４６】
　Ａ．上記各手段における前記遊技機は弾球遊技機であること。より詳しい態様例として
は、「遊技者が操作する操作手段（遊技球発射ハンドル）と、当該操作手段の操作に基づ
いて遊技球を弾いて発射する発射手段（発射モータ等）と、当該発射された遊技球が案内
される遊技領域と、前記遊技領域内に配置された各入球手段（一般入賞口、可変入賞装置
、作動口等）とを備え、所定条件が成立した場合には特別遊技状態が発生する弾球遊技機
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【０３４７】
　Ｂ．上記各手段における前記遊技機は略鉛直方向に延びる遊技領域を備えた弾球遊技機
であること。より詳しい態様例としては、「遊技者が操作する操作手段（遊技球発射ハン
ドル）と、当該操作手段の操作に基づいて遊技球を弾いて発射する発射手段（発射モータ
等）と、当該発射された遊技球が案内され、略鉛直方向に沿って延びる所定の遊技領域（
例えば遊技領域は遊技盤面等により構成される）と、前記遊技領域内に配置された各入球
手段（一般入賞口、可変入賞装置、作動口等）とを備え、前記遊技領域を流下する遊技球
の挙動を視認可能に構成され、所定条件が成立した場合には特別遊技状態が発生する弾球
遊技機」が挙げられる。
【０３４８】
　Ｃ．上記各手段における前記遊技機、又は、上記各弾球遊技機は、パチンコ機又はパチ
ンコ機に準ずる遊技機であること。
【０３４９】
　Ｄ．上記各手段における遊技機は、スロットマシン（回胴式遊技機）とパチンコ機とを
融合した形式の遊技機（特に遊技球を遊技媒体として使用するスロットマシン仕様の遊技
機；球使用式回動遊技機）であること。より詳しい態様例としては、「複数の識別情報（
図柄）からなる識別情報列（図柄列；具体的には図柄の付されたリール、ベルト等の回転
体）を変動表示（具体的にはリール等の回転）した後に識別情報列を停止表示する可変表
示手段（具体的にはリールユニット等の回転体ユニット）を備え、始動用操作手段（具体
的にはスタートレバー）の操作に起因して識別情報（図柄）の変動が開始され、停止用操
作手段（具体的にはストップボタン）の操作に起因して識別情報（図柄）の変動が停止さ
れ、その停止時に有効ライン上に揃った識別情報が特定の識別情報であることを条件に遊
技価値が付与されるよう構成し、さらに球受皿（上皿等）を設けてその球受皿から遊技球
を取り込む取込手段と、前記球受皿に遊技球の払出しを行う払出手段とを備え、前記取込
手段により遊技球が取り込まれることにより遊技の開始条件が成立するように構成した遊
技機」が挙げられる。
【符号の説明】
【０３５０】
　１…球使用式回胴遊技機、２…外枠、３…前扉、５…裏機構ユニット、１０…ベース枠
、４０１…基板ボックス、４４１…被覆手段としての扉体、４４２…ベース部、４４３…
被覆部、５５５…払出制御装置、５５６…電源装置、５６２…操作手段としての設定キー
スイッチ。
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